
二
〇

本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
成
立
し
た
も
の
）
審
議
一
覧
表

国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

第
二
回

人
身
保
護
法
案

伊
藤
　
　
修
君

昭
和二三、

二、一〇

六、二六

修

正

六、二八

修

正

六、三〇

可

決

七、
一

可

決

七、三〇

法
律
第
一九九

号

優
生
保
護
法
案

谷
口
弥
三
郎
君

外
三
名
二三、
六、一二

六、二二

可

決

六、二三

可

決

六、二八

可

決

六、二八

可

決

七、一三

法
律
第
一五六

号

あ
ん
摩
、
は
り
、
き
ゆ
う
、
柔
道
整
復
等
営

業
法
に
関
す
る
特
例
案

小
林
勝
馬
君

外
四
名
二三、
六、二六

六、二八

可

決

六、二九

可

決

六、三〇

可

決

六、三〇

可

決

七、一六

法
律
第
一七六

号

第
三
回

︵
臨
時
︶
引
揚
同
胞
対
策
審
議
会
設
置
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

草
葉
隆
圓
君

外
十
七
名
二三、一一、二四

︱

一一、二六

可

決

︱

一一、二七

可

決

一二、一四

法
律
第
二四一

号

第
四
回

地
方
財
政
委
員
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

岡
本
愛
祐
君

外
十
四
名
二三、一二、
九

︱

一二、一〇

可

決

一二、一一

可

決

一二、一一

可

決

一二、一八

法
律
第
二四八

号

国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

中
井
光
次
君

外
十
三
名
二三、一二、一二

︱

一二、一二

可

決

一二、一四

可

決

一二、一四

可

決

一二、二一

法
律
第
二五八

号

特
別
未
帰
還
者
給
与
法
案

岡
元
義
人
君

外
六
名
二三、一二、一三

︱

一二、一三

可

決

一二、一三

可

決

一二、一三

可

決

一二、二九

法
律
第
二七九

号

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

岡
本
愛
祐
君

外
三
名
二三、一二、二一

︱

一二、二二

可

決

︱

一二、二二

可

決

一二、二九

法
律
第
二八〇

号

未
復
員
者
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

岡
元
義
人
君

外
六
名
二三、一二、二一

︱

一二、二二

可

決

︱

一二、二二

可

決

一二、二九

法
律
第
二七八

号

健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

塚
本
重
藏
君

外
十
五
名
二三、一二、二二

︱

一二、二二

可

決

一二、二三

可

決

一二、二三

可

決

一二、二九

法
律
第
二八一

号

第
五
回

︵
特
別
︶

国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

寺
尾

博
君

外
十
三
名
二四、
三、二九

三、二九

可

決

三、三〇

可

決

三、三〇

可

決

三、三〇

可

決

三、三〇

法
律
第
二

号

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

谷
口
弥
三
郎
君

外
三
名
二四、
四、二八

五、一二

修

正

五、一三

修

正

五、二二

修

正

五、二二

修

正

六、二四

法
律
第
二一六

号

五、二二衆
よ
り

回
付

五、二六参
同
意

日
本
国
有
鉄
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

板
谷
順
助
君

外
七
名
二四、
五、
四

︱

五、
六

可

決

五、二〇

可

決

五、二一

可

決

六、
四

法
律
第
一九二

号

年
齢
の
と
な
え
方
に
関
す
る
法
律
案

田
中
耕
太
郎
君

外
十
七
名
二四、
五、
六

五、
九

可

決

五、一二

可

決

五、一三

可

決

五、一四

可

決

五、二四

法
律
第
九六

号

国
立
国
会
図
書
館
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

金
子
洋
文
君

外
九
名
二四、
五、一二

五、一三

可

決

五、一八

可

決

五、一九

可

決

五、二〇

可

決

六、
六

法
律
第
一九四

号

農
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
産
業
組
合
の
資
産

の
承
継
等
に
関
す
る
法
律
案

楠
見
義
男
君

外
十
八
名
二四、
五、一八

︱

五、二〇

可

決

五、二〇

可

決

五、二一

可

決

六、
八

法
律
第
二〇二

号







祐祐







郞



七
三
四



二
〇

本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
成
立
し
た
も
の
）
審
議
一
覧
表

国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

第
二
回

人
身
保
護
法
案

伊
藤
　
　
修
君

昭
和二三、

二、一〇

六、二六

修

正

六、二八

修

正

六、三〇

可

決

七、
一

可

決

七、三〇

法
律
第
一九九

号

優
生
保
護
法
案

谷
口
弥
三
郎
君

外
三
名
二三、
六、一二

六、二二

可

決

六、二三

可

決

六、二八

可

決

六、二八

可

決

七、一三

法
律
第
一五六

号

あ
ん
摩
、
は
り
、
き
ゆ
う
、
柔
道
整
復
等
営

業
法
に
関
す
る
特
例
案

小
林
勝
馬
君

外
四
名
二三、
六、二六

六、二八

可

決

六、二九

可

決

六、三〇

可

決

六、三〇

可

決

七、一六

法
律
第
一七六

号

第
三
回

︵
臨
時
︶
引
揚
同
胞
対
策
審
議
会
設
置
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

草
葉
隆
圓
君

外
十
七
名
二三、一一、二四

︱

一一、二六

可

決

︱

一一、二七

可

決

一二、一四

法
律
第
二四一

号

第
四
回

地
方
財
政
委
員
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

岡
本
愛
祐
君

外
十
四
名
二三、一二、
九

︱

一二、一〇

可

決

一二、一一

可

決

一二、一一

可

決

一二、一八

法
律
第
二四八

号

国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

中
井
光
次
君

外
十
三
名
二三、一二、一二

︱

一二、一二

可

決

一二、一四

可

決

一二、一四

可

決

一二、二一

法
律
第
二五八

号

特
別
未
帰
還
者
給
与
法
案

岡
元
義
人
君

外
六
名
二三、一二、一三

︱

一二、一三

可

決

一二、一三

可

決

一二、一三

可

決

一二、二九

法
律
第
二七九

号

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

岡
本
愛
祐
君

外
三
名
二三、一二、二一

︱

一二、二二

可

決

︱

一二、二二

可

決

一二、二九

法
律
第
二八〇

号

未
復
員
者
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

岡
元
義
人
君

外
六
名
二三、一二、二一

︱

一二、二二

可

決

︱

一二、二二

可

決

一二、二九

法
律
第
二七八

号

健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

塚
本
重
藏
君

外
十
五
名
二三、一二、二二

︱

一二、二二

可

決

一二、二三

可

決

一二、二三

可

決

一二、二九

法
律
第
二八一

号

第
五
回

︵
特
別
︶

国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

寺
尾

博
君

外
十
三
名
二四、
三、二九

三、二九

可

決

三、三〇

可

決

三、三〇

可

決

三、三〇

可

決

三、三〇

法
律
第
二

号

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

谷
口
弥
三
郎
君

外
三
名
二四、
四、二八

五、一二

修

正

五、一三

修

正

五、二二

修

正

五、二二

修

正

六、二四

法
律
第
二一六

号

五、二二衆
よ
り

回
付

五、二六参
同
意

日
本
国
有
鉄
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

板
谷
順
助
君

外
七
名
二四、
五、
四

︱

五、
六

可

決

五、二〇

可

決

五、二一

可

決

六、
四

法
律
第
一九二

号

年
齢
の
と
な
え
方
に
関
す
る
法
律
案

田
中
耕
太
郎
君

外
十
七
名
二四、
五、
六

五、
九

可

決

五、一二

可

決

五、一三

可

決

五、一四

可

決

五、二四

法
律
第
九六

号

国
立
国
会
図
書
館
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

金
子
洋
文
君

外
九
名
二四、
五、一二

五、一三

可

決

五、一八

可

決

五、一九

可

決

五、二〇

可

決

六、
六

法
律
第
一九四

号

農
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
産
業
組
合
の
資
産

の
承
継
等
に
関
す
る
法
律
案

楠
見
義
男
君

外
十
八
名
二四、
五、一八

︱

五、二〇

可

決

五、二〇

可

決

五、二一

可

決

六、
八

法
律
第
二〇二

号







祐祐







郞



二
〇
　
本
院
議
員
提
出
法
律
案︵
成
立
し
た
も
の
︶審
議
一
覧
表

七
三
五



国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

食
料
品
配
給
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
法
律
案

藤
野
繁
雄
君

外
十
八
名
二四、
五、一八

︱

五、二〇

可

決

五、二二

修

正

五、二二

修

正

五、三一

法
律
第
一七一

号

五、二二衆
よ
り

回
付

五、二六参
同
意

第
六
回

︵
臨
時
︶

未
復
員
者
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

千
田

正
君

外
十
九
名
二四、一一、二八

︱

一一、二九

可

決

一二、
一

可

決

一二、
一

可

決

一二、一五

法
律
第
二六三

号

特
別
未
帰
還
者
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

千
田

正
君

外
十
九
名
二四、一一、二八

︱

一一、二九

可

決

一二、
一

可

決

一二、
一

可

決

一二、一五

法
律
第
二六四

号

旧
軍
港
市
転
換
法
案

佐
々
木
鹿
蔵
君

外
二
十
一
名
二五、
三、一八

四、
六

可

決

四、
七

可

決

四、一〇

可

決

四、一一

可

決

六、二八

法
律
第
二二〇

号

精
神
衛
生
法
案

中
山
壽
彦
君

外
十
四
名
二五、
三、三一

四、
五

可

決

四、
七

可

決

四、一四

可

決

四、一五

可

決

五、
一

法
律
第
一二三

号

都
道
府
県
の
所
有
に
属
す
る
警
察
用
財
産
等

の
処
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

岡
本
愛
祐
君

外
十
四
名
二五、
四、
七

四、
八

可

決

四、一〇

可

決

四、一四

可

決

四、一五

可

決

四、二五

法
律
第
一〇九

号

第
七
回

文
化
財
保
護
法
案

山
本
勇
造
君

外
十
七
名
二五、
四、二五

四、二五

可

決

四、二六

可

決

四、三〇

修

正

四、三〇

修

正

五、三〇

法
律
第
二一四

号

四、三〇衆
よ
り

回
付

五、
一参
同
意

特
別
未
帰
還
者
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

岡
元
義
人
君

外
十
八
名
二五、
四、二六

︱

四、二八

可

決

五、
一

可

決

五、
二

可

決

五、一七

法
律
第
一八五

号

狩
猟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

伊
達
源
一
郎
君

外
九
名
二五、
四、二七

四、二八

可

決

四、二九

可

決

五、
二

可

決

五、
二

可

決

五、三一

法
律
第
二一七

号

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

伊
藤

修
君

外
六
名
二五、
四、二八

四、二八

可

決

四、二九

可

決

五、
一

可

決

五、
二

可

決

五、二二

法
律
第
一九五

号

社
会
福
祉
主
事
の
設
置
に
関
す
る
法
律
案

山
下
義
信
君

外
六
名
二五、
四、二八

︱

四、二九

可

決

四、二九

可

決

四、三〇

可

決

五、一五

法
律
第
一八二

号

第
九
回

︵
臨
時
︶

未
復
員
者
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

内
村
清
次
君

外
十
八
名
二五、一一、三〇

︱

一二、
六

可

決

一二、
六

可

決

一二、
六

可

決

一二、二七

法
律
第
三〇二

号

水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

木
下
辰
雄
君

外
六
名
二五、一二、
七

一二、
七

可

決

一二、
八

可

決

一二、
九

可

決

一二、
九

可

決

一二、一八

法
律
第
二七七

号

水
産
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

木
下
辰
雄
君

外
六
名
二六、
二、
七

二、
九

可

決

二、一三

可

決

三、
六

可

決

三、
八

可

決

三、二〇

法
律
第
二七

号

公
立
学
校
の
教
育
公
務
員
と
地
方
公
共
団
体

の
議
員
と
の
兼
職
に
つ
い
て
の
臨
時
措
置
に

関
す
る
法
律
案

荒
木
正
三
郎
君

外
十
名
二六、
二、
九

二、
九

可

決

二、一〇

可

決

二、一〇

可

決

二、一〇

可

決

二、一二

法
律
第
三

号

厚
生
年
金
保
険
法
特
例
案

長
島
銀
藏
君

外
五
名
二六、
二、二八

三、一三

可

決

三、一四

可

決

三、一五

可

決

三、一七

可

決

三、二七

法
律
第
三八

号

少
年
院
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

宮
城
タ
マ
ヨ
君

外
三
名
二六、
三、
九

三、二〇

可

決

三、二三

可

決

三、二四

可

決

三、二七

可

決

三、三一

法
律
第
七二

号

祐



郞







七
三
六



国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

食
料
品
配
給
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
法
律
案

藤
野
繁
雄
君

外
十
八
名
二四、
五、一八

︱

五、二〇

可

決

五、二二

修

正

五、二二

修

正

五、三一

法
律
第
一七一

号

五、二二衆
よ
り

回
付
五、二六参
同
意

第
六
回

︵
臨
時
︶

未
復
員
者
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

千
田

正
君

外
十
九
名
二四、一一、二八

︱

一一、二九

可

決

一二、
一

可

決

一二、
一

可

決

一二、一五

法
律
第
二六三

号

特
別
未
帰
還
者
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

千
田

正
君

外
十
九
名
二四、一一、二八

︱

一一、二九

可

決

一二、
一

可

決

一二、
一

可

決

一二、一五

法
律
第
二六四

号

旧
軍
港
市
転
換
法
案

佐
々
木
鹿
蔵
君

外
二
十
一
名
二五、
三、一八

四、
六

可

決

四、
七

可

決

四、一〇

可

決

四、一一

可

決

六、二八

法
律
第
二二〇

号

精
神
衛
生
法
案

中
山
壽
彦
君

外
十
四
名
二五、
三、三一

四、
五

可

決

四、
七

可

決

四、一四

可

決

四、一五

可

決

五、
一

法
律
第
一二三

号

都
道
府
県
の
所
有
に
属
す
る
警
察
用
財
産
等

の
処
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

岡
本
愛
祐
君

外
十
四
名
二五、
四、
七

四、
八

可

決

四、一〇

可

決

四、一四

可

決

四、一五

可

決

四、二五

法
律
第
一〇九

号

第
七
回

文
化
財
保
護
法
案

山
本
勇
造
君

外
十
七
名
二五、
四、二五

四、二五

可

決

四、二六

可

決

四、三〇

修

正

四、三〇

修

正

五、三〇

法
律
第
二一四

号

四、三〇衆
よ
り

回
付

五、
一参
同
意

特
別
未
帰
還
者
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

岡
元
義
人
君

外
十
八
名
二五、
四、二六

︱

四、二八

可

決

五、
一

可

決

五、
二

可

決

五、一七

法
律
第
一八五

号

狩
猟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

伊
達
源
一
郎
君

外
九
名
二五、
四、二七

四、二八

可

決

四、二九

可

決

五、
二

可

決

五、
二

可

決

五、三一

法
律
第
二一七

号

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

伊
藤

修
君

外
六
名
二五、
四、二八

四、二八

可

決

四、二九

可

決

五、
一

可

決

五、
二

可

決

五、二二

法
律
第
一九五

号

社
会
福
祉
主
事
の
設
置
に
関
す
る
法
律
案

山
下
義
信
君

外
六
名
二五、
四、二八

︱

四、二九

可

決

四、二九

可

決

四、三〇

可

決

五、一五

法
律
第
一八二

号

第
九
回

︵
臨
時
︶

未
復
員
者
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

内
村
清
次
君

外
十
八
名
二五、一一、三〇

︱

一二、
六

可

決

一二、
六

可

決

一二、
六

可

決

一二、二七

法
律
第
三〇二

号

水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

木
下
辰
雄
君

外
六
名
二五、一二、
七

一二、
七

可

決

一二、
八

可

決

一二、
九

可

決

一二、
九

可

決

一二、一八

法
律
第
二七七

号

水
産
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

木
下
辰
雄
君

外
六
名
二六、
二、
七

二、
九

可

決

二、一三

可

決

三、
六

可

決

三、
八

可

決

三、二〇

法
律
第
二七

号

公
立
学
校
の
教
育
公
務
員
と
地
方
公
共
団
体

の
議
員
と
の
兼
職
に
つ
い
て
の
臨
時
措
置
に

関
す
る
法
律
案

荒
木
正
三
郎
君

外
十
名
二六、
二、
九

二、
九

可

決

二、一〇

可

決

二、一〇

可

決

二、一〇

可

決

二、一二

法
律
第
三

号

厚
生
年
金
保
険
法
特
例
案

長
島
銀
藏
君

外
五
名
二六、
二、二八

三、一三

可

決

三、一四

可

決

三、一五

可

決

三、一七

可

決

三、二七

法
律
第
三八

号

少
年
院
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

宮
城
タ
マ
ヨ
君

外
三
名
二六、
三、
九

三、二〇

可

決

三、二三

可

決

三、二四

可

決

三、二七

可

決

三、三一

法
律
第
七二

号

祐



郞







二
〇
　
本
院
議
員
提
出
法
律
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成
立
し
た
も
の
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議
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表

七
三
七



国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

精
神
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

中
山
壽
彦
君

外
四
名
二六、
三、一三

三、一五

可

決

三、一六

可

決

三、二〇

可

決

三、二四

可

決

三、三〇

法
律
第
五五

号

帝
都
高
速
度
交
通
営
団
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

岡
田
信
次
君

外
五
名
二六、
三、一四

三、一九

可

決

三、二〇

可

決

三、三一

可

決

三、三一

可

決

四、
六

法
律
第
一三六

号

低
性
能
船
舶
買
入
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

山
縣
勝
見
君

外
四
名
二六、
三、一七

三、二二

可

決

三、二三

可

決

三、二四

可

決

三、二六

可

決

三、三〇

法
律
第
六〇

号

低
性
能
船
舶
買
入
法
の
規
定
に
よ
り
国
が
買

い
入
れ
た
船
舶
の
外
航
船
舶
需
給
調
整
の
た

め
に
す
る
売
払
に
関
す
る
法
律
案

山
縣
勝
見
君

外
四
名
二六、
三、一七

三、二二

可

決

三、二三

可

決

三、二四

可

決

三、二六

可

決

三、三〇

法
律
第
六一

号

農
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

池
田
宇
右
衞
門
君

外
五
名
二六、
三、二〇

三、二四

可

決

三、二六

可

決

三、二六

可

決

三、二七

可

決

四、
一

法
律
第
一一九

号

漁
船
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

秋
山
俊
一
郎
君

外
三
名
二六、
三、二二

三、二六

可

決

三、二七

可

決

三、二七

可

決

三、二八

可

決

三、三一

法
律
第
九四

号

公
認
会
計
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

平
岡
市
三
君

外
九
名
二六、
三、二二

三、二二

可

決

三、二三

可

決

三、二四

可

決

三、二六

可

決

三、二九

法
律
第
五一

号

第
十
回
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
法
案

谷
口
弥
三
郎
君

外
六
名
二六、
三、二八

三、二九

可

決

三、三〇

可

決

五、二四

可

決

五、二六

可

決

六、一一

法
律
第
二二六

号

港
湾
運
送
事
業
法
案

鈴
木
恭
一
君

外
四
名
二六、
三、三〇

三、三〇

可

決

三、三一

可

決

五、一五

修

正

五、一七

修

正

五、二九

法
律
第
一六一

号

五、一七衆
よ
り

回
付

五、二一参
同
意

漁
船
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

入
交
太
藏
君

外
四
名
二六、
三、三一

三、三一

可

決

三、三一

可

決

三、三一

可

決

三、三一

可

決

四、
六

法
律
第
一三七

号

国
有
林
野
法
案

片
柳
眞
吉
君

外
九
名
二六、
五、一〇

五、二二

可

決

五、二三

可

決

五、二五

可

決

五、二六

可

決

六、二三

法
律
第
二四六

号

国
有
林
野
整
備
臨
時
措
置
法
案

片
柳
眞
吉
君

外
九
名
二六、
五、一〇

五、二二

可

決

五、二三

可

決

五、二五

可

決

五、二六

可

決

六、二三

法
律
第
二四七

号

証
券
投
資
信
託
法
案

山
本
米
治
君

外
八
名
二六、
五、一七

五、二三

可

決

五、二五

可

決

五、二五

可

決

五、二六

可

決

六、
四

法
律
第
一九八

号

国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

中
村
正
雄
君

外
五
名
二六、
五、一八

︱

五、一八

可

決

五、二六

可

決

五、二六

可

決

六、
二

法
律
第
一九〇

号

覚
せ
い
剤
取
締
法
案

中
山
壽
彦
君

外
四
名
二六、
五、一八

五、二五

可

決

五、二六

可

決

六、
二

可

決

六、
二

可

決

六、三〇

法
律
第
二五二

号

土
地
収
用
法
案

岩
沢
忠
恭
君

外
六
名
二六、
五、一九

五、二八

可

決

五、三〇

可

決

五、三一

可

決

六、
一

可

決

六、
九

法
律
第
二一九

号

土
地
収
用
法
施
行
法
案

岩
沢
忠
恭
君

外
六
名
二六、
五、一九

五、二八

可

決

五、三〇

可

決

五、三一

可

決

六、
一

可

決

六、
九

法
律
第
二二〇

号
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八



国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

精
神
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

中
山
壽
彦
君

外
四
名
二六、
三、一三

三、一五

可

決

三、一六

可

決

三、二〇

可

決

三、二四

可

決

三、三〇

法
律
第
五五

号

帝
都
高
速
度
交
通
営
団
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

岡
田
信
次
君

外
五
名
二六、
三、一四

三、一九

可

決

三、二〇

可

決

三、三一

可

決

三、三一

可

決

四、
六

法
律
第
一三六

号

低
性
能
船
舶
買
入
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

山
縣
勝
見
君

外
四
名
二六、
三、一七

三、二二

可

決

三、二三

可

決

三、二四

可

決

三、二六

可

決

三、三〇

法
律
第
六〇

号

低
性
能
船
舶
買
入
法
の
規
定
に
よ
り
国
が
買

い
入
れ
た
船
舶
の
外
航
船
舶
需
給
調
整
の
た

め
に
す
る
売
払
に
関
す
る
法
律
案

山
縣
勝
見
君

外
四
名
二六、
三、一七

三、二二

可

決

三、二三

可

決

三、二四

可

決

三、二六

可

決

三、三〇

法
律
第
六一

号

農
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

池
田
宇
右
衞
門
君

外
五
名
二六、
三、二〇

三、二四

可

決

三、二六

可

決

三、二六

可

決

三、二七

可

決

四、
一

法
律
第
一一九

号

漁
船
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

秋
山
俊
一
郎
君

外
三
名
二六、
三、二二

三、二六

可

決

三、二七

可

決

三、二七

可

決

三、二八

可

決

三、三一

法
律
第
九四

号

公
認
会
計
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

平
岡
市
三
君

外
九
名
二六、
三、二二

三、二二

可

決

三、二三

可

決

三、二四

可

決

三、二六

可

決

三、二九

法
律
第
五一

号

第
十
回
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
法
案

谷
口
弥
三
郎
君

外
六
名
二六、
三、二八

三、二九

可

決

三、三〇

可

決

五、二四

可

決

五、二六

可

決

六、一一

法
律
第
二二六

号

港
湾
運
送
事
業
法
案

鈴
木
恭
一
君

外
四
名
二六、
三、三〇

三、三〇

可

決

三、三一

可

決

五、一五

修

正

五、一七

修

正

五、二九

法
律
第
一六一

号

五、一七衆
よ
り

回
付
五、二一参
同
意

漁
船
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

入
交
太
藏
君

外
四
名
二六、
三、三一

三、三一

可

決

三、三一

可

決

三、三一

可

決

三、三一

可

決

四、
六

法
律
第
一三七

号

国
有
林
野
法
案

片
柳
眞
吉
君

外
九
名
二六、
五、一〇

五、二二

可

決

五、二三

可

決

五、二五

可

決

五、二六

可

決

六、二三

法
律
第
二四六

号

国
有
林
野
整
備
臨
時
措
置
法
案

片
柳
眞
吉
君

外
九
名
二六、
五、一〇

五、二二

可

決

五、二三

可

決

五、二五

可

決

五、二六

可

決

六、二三

法
律
第
二四七

号

証
券
投
資
信
託
法
案

山
本
米
治
君

外
八
名
二六、
五、一七

五、二三

可

決

五、二五

可

決

五、二五

可

決

五、二六

可

決

六、
四

法
律
第
一九八

号

国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

中
村
正
雄
君

外
五
名
二六、
五、一八

︱

五、一八

可

決

五、二六

可

決

五、二六

可

決

六、
二

法
律
第
一九〇

号

覚
せ
い
剤
取
締
法
案

中
山
壽
彦
君

外
四
名
二六、
五、一八

五、二五

可

決

五、二六

可

決

六、
二

可

決

六、
二

可

決

六、三〇

法
律
第
二五二

号

土
地
収
用
法
案

岩
沢
忠
恭
君

外
六
名
二六、
五、一九

五、二八

可

決

五、三〇

可

決

五、三一

可

決

六、
一

可

決

六、
九

法
律
第
二一九

号

土
地
収
用
法
施
行
法
案

岩
沢
忠
恭
君

外
六
名
二六、
五、一九

五、二八

可

決

五、三〇

可

決

五、三一

可

決

六、
一

可

決

六、
九

法
律
第
二二〇

号











せ0

00い0

0



二
〇
　
本
院
議
員
提
出
法
律
案︵
成
立
し
た
も
の
︶審
議
一
覧
表

七
三
九



国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

植
物
防
疫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

滝
井
治
三
郎
君

外
七
名
二六、
六、
一

六、
二

可

決

六、
二

可

決

六、
四

可

決

六、
五

可

決

六、一九

法
律
第
二四三

号

第
十二
回

︵
臨
時
︶

保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

藤
原
道
子
君

外
八
名
二六、一〇、二九

一〇、二九

可

決

一〇、三〇

可

決

一〇、三一

可

決

一一、
一

可

決

一一、
六

法
律
第
二五八

号

未
復
員
者
給
与
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

長
島
銀
藏
君

外
十
八
名
二六、一〇、三一

一一、
一

可

決

一一、
二

可

決

一一、二〇

修

正

一一、二二

修

正

一二、
三

法
律
第
二八六

号

一一、二二
衆
よ

り
回
付

一一、二七
参
同

意

文
化
財
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

堀
越
儀
郎
君

外
十
九
名
二六、一一、二〇

一一、二一

可

決

一一、二六

可

決

一一、二六

可

決

一一、二六

可

決

一二、二四

法
律
第
三一八

号

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

谷
口
弥
三
郎
君

外
九
名
二七、
三、二四

三、二五

可

決

三、二七

可

決

四、一七

可

決

四、一九

可

決

五、一七

法
律
第
一四一

号

補
助
貨
幣
損
傷
等
取
締
法
臨
時
特
例
案

小
野
義
夫
君

外
七
名
二七、
三、二八

四、
三

可

決

四、
四

可

決

四、一七

可

決

四、一九

可

決

五、
二

法
律
第
一三二

号

医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

藤
森
眞
治
君

外
十
名
二七、
四、一四

︱

四、一六

可

決

四、一七

可

決

四、一九

可

決

五、
一

法
律
第
一二九

号

道
路
交
通
事
業
抵
当
法
案

植
竹
春
彦
君

外
十
三
名
二七、
五、一七

六、
四

可

決

六、
六

可

決

六、一〇

可

決

六、一二

可

決

六、二〇

法
律
第
二〇四

号

旅
行
あ
つ
旋
業
法
案

石
村
幸
作
君

外
六
名
二七、
五、二一

六、一二

可

決

六、一三

可

決

六、一八

可

決

六、一九

可

決

七、一八

法
律
第
二三九

号

第
十三
回
国
家
行
政
組
織
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

河
井
彌
八
君

外
八
名
二七、
五、二六

五、二七

可

決

五、二八

可

決

五、二八

可

決

五、二九

可

決

五、三一

法
律
第
一五九

号

水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

木
下
辰
雄
君

外
五
名
二七、
六、
四

六、
六

可

決

六、
九

可

決

六、一八

修

正

六、一九

修

正

七、一六

法
律
第
二三六

号

六、一九衆
よ
り

回
付

七、
四参
同
意

栄
養
改
善
法
案

中
山
壽
彦
君

外
五
名
二七、
六、
七

六、一〇

可

決

六、一一

可

決

六、一九

修

正

六、二四

修

正

七、三一

法
律
第
二四八

号

六、二四衆
よ
り

回
付
七、
四参
同
意

自
転
車
競
技
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

境
野
清
雄
君

外
五
十
七
名
二七、
六、
九

六、一三

可

決

六、一六

可

決

六、二四

可

決

六、二六

可

決

六、三〇

法
律
第
二二〇

号

公
営
住
宅
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

田
中

一
君

外
八
名
二七、
六、一一

六、一六

修

正

六、一八

修

正

七、二六

修

正

七、二八

修

正

八、
五

法
律
第
二九七

号

七、二八衆
よ
り

回
付

七、二九参
同
意

未
復
員
者
給
与
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

大
谷
瑩
潤
君

外
七
名
二七、
六、一六

六、一八

可

決

六、二〇

可

決

七、二八

修

正

七、二九

修

正

八、
五

法
律
第
二九六

号

七、二九衆
よ
り

回
付

七、二九参
同
意

第
十五
回

︵
特
別
︶

簡
易
生
命
保
険
及
び
郵
便
年
金
の
積
立
金
の

運
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

柏
木
庫
治
君

外
八
十
八
名
二七、一二、一五

一二、一七

可

決

一二、一七

可

決

一二、二三

修

正

一二、二四

修

正

一二、二七

法
律
第
三四八

号

一二、二四
衆
よ

り
回
付

一二、二四
参
同

意

医
師
国
家
試
験
予
備
試
験
の
受
験
資
格
の
特

例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

藤
原
道
子
君

外
七
名
二八、
二、二七

三、
四

可

決

三、
六

可

決

三、
九

可

決

三、一二

可

決

三、一九

法
律
第
一八

号
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八





七
四
〇



国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

植
物
防
疫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

滝
井
治
三
郎
君

外
七
名
二六、
六、
一

六、
二

可

決

六、
二

可

決

六、
四

可

決

六、
五

可

決

六、一九

法
律
第
二四三

号

第
十二
回

︵
臨
時
︶

保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

藤
原
道
子
君

外
八
名
二六、一〇、二九

一〇、二九

可

決

一〇、三〇

可

決

一〇、三一

可

決

一一、
一

可

決

一一、
六

法
律
第
二五八

号

未
復
員
者
給
与
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

長
島
銀
藏
君

外
十
八
名
二六、一〇、三一

一一、
一

可

決

一一、
二

可

決

一一、二〇

修

正

一一、二二

修

正

一二、
三

法
律
第
二八六

号

一一、二二
衆
よ

り
回
付

一一、二七
参
同

意

文
化
財
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

堀
越
儀
郎
君

外
十
九
名
二六、一一、二〇

一一、二一

可

決

一一、二六

可

決

一一、二六

可

決

一一、二六

可

決

一二、二四

法
律
第
三一八

号

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

谷
口
弥
三
郎
君

外
九
名
二七、
三、二四

三、二五

可

決

三、二七

可

決

四、一七

可

決

四、一九

可

決

五、一七

法
律
第
一四一

号

補
助
貨
幣
損
傷
等
取
締
法
臨
時
特
例
案

小
野
義
夫
君

外
七
名
二七、
三、二八

四、
三

可

決

四、
四

可

決

四、一七

可

決

四、一九

可

決

五、
二

法
律
第
一三二

号

医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

藤
森
眞
治
君

外
十
名
二七、
四、一四

︱

四、一六

可

決

四、一七

可

決

四、一九

可

決

五、
一

法
律
第
一二九

号

道
路
交
通
事
業
抵
当
法
案

植
竹
春
彦
君

外
十
三
名
二七、
五、一七

六、
四

可

決

六、
六

可

決

六、一〇

可

決

六、一二

可

決

六、二〇

法
律
第
二〇四

号

旅
行
あ
つ
旋
業
法
案

石
村
幸
作
君

外
六
名
二七、
五、二一

六、一二

可

決

六、一三

可

決

六、一八

可

決

六、一九

可

決

七、一八

法
律
第
二三九

号

第
十三
回
国
家
行
政
組
織
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

河
井
彌
八
君

外
八
名
二七、
五、二六

五、二七

可

決

五、二八

可

決

五、二八

可

決

五、二九

可

決

五、三一

法
律
第
一五九

号

水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

木
下
辰
雄
君

外
五
名
二七、
六、
四

六、
六

可

決

六、
九

可

決

六、一八

修

正

六、一九

修

正

七、一六

法
律
第
二三六

号

六、一九衆
よ
り

回
付
七、
四参
同
意

栄
養
改
善
法
案

中
山
壽
彦
君

外
五
名
二七、
六、
七

六、一〇

可

決

六、一一

可

決

六、一九

修

正

六、二四

修

正

七、三一

法
律
第
二四八

号

六、二四衆
よ
り

回
付

七、
四参
同
意

自
転
車
競
技
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

境
野
清
雄
君

外
五
十
七
名
二七、
六、
九

六、一三

可

決

六、一六

可

決

六、二四

可

決

六、二六

可

決

六、三〇

法
律
第
二二〇

号

公
営
住
宅
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

田
中

一
君

外
八
名
二七、
六、一一

六、一六

修

正

六、一八

修

正

七、二六

修

正

七、二八

修

正

八、
五

法
律
第
二九七

号

七、二八衆
よ
り

回
付

七、二九参
同
意

未
復
員
者
給
与
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

大
谷
瑩
潤
君

外
七
名
二七、
六、一六

六、一八

可

決

六、二〇

可

決

七、二八

修

正

七、二九

修

正

八、
五

法
律
第
二九六

号

七、二九衆
よ
り

回
付
七、二九参
同
意

第
十五
回

︵
特
別
︶

簡
易
生
命
保
険
及
び
郵
便
年
金
の
積
立
金
の

運
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

柏
木
庫
治
君

外
八
十
八
名
二七、一二、一五

一二、一七

可

決

一二、一七

可

決

一二、二三

修

正

一二、二四

修

正

一二、二七

法
律
第
三四八

号

一二、二四
衆
よ

り
回
付

一二、二四
参
同

意

医
師
国
家
試
験
予
備
試
験
の
受
験
資
格
の
特

例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

藤
原
道
子
君

外
七
名
二八、
二、二七

三、
四

可

決

三、
六

可

決

三、
九

可

決

三、一二

可

決

三、一九

法
律
第
一八

号
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二
〇
　
本
院
議
員
提
出
法
律
案︵
成
立
し
た
も
の
︶審
議
一
覧
表

七
四
一



国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

国
の
所
有
に
属
す
る
物
品
の
売
払
代
金
の
納

付
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

三
浦
辰
雄
君

外
十
一
名
二八、
五、二九

六、一八

可

決

六、一九

可

決

七、一〇

可

決

七、一四

可

決

七、二一

法
律
第
六七

号

歯
科
医
師
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

林

了
君
二八、
七、一〇

七、二〇

可

決

七、二四

可

決

七、二五

可

決

七、二七

可

決

八、一〇

法
律
第
一九三

号

労
働
金
庫
法
案

栗
山
良
夫
君

外
十
三
名
二八、
七、一四

七、一五

可

決

七、一七

可

決

七、三一

可

決

八、
四

可

決

八、一七

法
律
第
二二七

号

町
村
合
併
促
進
法
案

石
村
幸
作
君

外
十
四
名
二八、
七、二〇

七、二一

可

決

七、二二

可

決

八、
六

修

正

八、
七

修

正

九、
一

法
律
第
二五八

号

八、
七衆
よ
り

回
付

八、
八参
同
意

日
本
国
有
鉄
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

大
和
与
一
君

外
六
名
二八、
七、二八

七、三〇

修

正

七、三〇

修

正

継

続

審

査

第
二十回

二九、一二、
六

可

決

一二、
六

可

決

一二、
三

可

決

一二、
三

可

決

一二、一五

法
律
第
二二五

号

医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

中
山
壽
彦
君

外
九
名
二八、
七、二八

七、二九

可

決

七、三〇

可

決

七、三〇

可

決

八、
三

可

決

八、一〇

法
律
第
一九一

号

第
十六
回

︵
特
別
︶

昭
和
二
十
八
年
六
月
及
び
七
月
の
大
水
害
に

よ
る
公
立
教
育
施
設
の
災
害
の
復
旧
事
業
に

つ
い
て
の
国
の
費
用
負
担
及
び
補
助
に
関
す

る
特
別
措
置
法
案

山
田
節
男
君

外
五
名
二八、
七、二九

七、三〇

可

決

七、三〇

可

決

七、三〇

可

決

八、
三

可

決

八、二七

法
律
第
二四九

号

昭
和
二
十
八
年
六
月
及
び
七
月
の
大
水
害
に

よ
る
災
害
地
域
内
の
た
い
積
土
砂
の
排
除
に

関
す
る
特
別
措
置
法
案

山
田
節
男
君

外
五
名
二八、
七、三〇

七、三一

可

決

八、
三

可

決

八、
六

修

正

八、
七

修

正

八、三一

法
律
第
二五七

号

八、
七衆
よ
り

回
付
八、
八参
同
意

租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

小
林
政
夫
君

外
十
七
名
二八、
八、
六

継

続

審

査

第
十八回

二八、一二、
二

修

正

一二、
四

修

正

一二、
八

可

決

一二、
八

可

決

一二、一四

法
律
第
二九〇

号

昭
和
二
十
八
年
六
月
及
び
七
月
の
大
水
害
に

よ
り
被
害
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
の
起
債

の
特
例
に
関
す
る
法
律
案

矢
嶋
三
義
君

外
十
四
名
二八、
八、
六

八、
六

可

決

八、
七

可

決

八、
七

可

決

八、一〇

可

決

八、一七

法
律
第
二二九

号

昭
和
二
十
八
年
六
月
及
び
七
月
の
大
水
害
に

よ
る
私
立
学
校
施
設
の
災
害
の
復
旧
に
関
す

る
特
別
措
置
法
案

矢
嶋
三
義
君

外
十
四
名
二八、
八、
六

八、
六

可

決

八、
七

可

決

八、
七

可

決

八、一〇

可

決

八、二七

法
律
第
二五〇

号

昭
和
二
十
八
年
六
月
及
び
七
月
の
大
水
害
に

よ
る
社
会
福
祉
事
業
施
設
の
災
害
の
復
旧
に

関
す
る
特
別
措
置
法
案

矢
嶋
三
義
君

外
十
四
名
二八、
八、
六

八、
六

可

決

八、
七

可

決

八、
七

可

決

八、一〇

可

決

八、一七

法
律
第
二三一

号

昭
和
二
十
八
年
六
月
及
び
七
月
の
大
水
害
の

被
害
地
域
に
お
い
て
行
う
母
子
福
祉
資
金
の

貸
付
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

矢
嶋
三
義
君

外
十
四
名
二八、
八、
六

八、
六

可

決

八、
七

可

決

八、
七

可

決

八、一〇

可

決

八、一七

法
律
第
二三二

号

昭
和
二
十
八
年
六
月
及
び
七
月
に
お
け
る
大

水
害
に
よ
る
病
院
及
び
診
療
所
の
災
害
の
復

旧
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

矢
嶋
三
義
君

外
十
四
名
二八、
八、
六

八、
六

可

決

八、
七

可

決

八、
七

可

決

八、一〇

可

決

八、一七

法
律
第
二三〇

号

昭
和
二
十
八
年
六
月
及
び
七
月
の
大
水
害
に

よ
り
被
害
を
受
け
た
公
務
員
等
に
対
す
る
国

家
公
務
員
共
済
組
合
の
給
付
の
特
例
等
に
関

す
る
法
律
案

矢
嶋
三
義
君

外
十
三
名
二八、
八、
六

八、
六

可

決

八、
七

可

決

八、
七

可

決

八、一〇

可

決

八、一七

法
律
第
二二八

号
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国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

国
の
所
有
に
属
す
る
物
品
の
売
払
代
金
の
納

付
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

三
浦
辰
雄
君

外
十
一
名
二八、
五、二九

六、一八

可

決

六、一九

可

決

七、一〇

可

決

七、一四

可

決

七、二一

法
律
第
六七

号

歯
科
医
師
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

林

了
君
二八、
七、一〇

七、二〇

可

決

七、二四

可

決

七、二五

可

決

七、二七

可

決

八、一〇

法
律
第
一九三

号

労
働
金
庫
法
案

栗
山
良
夫
君

外
十
三
名
二八、
七、一四

七、一五

可

決

七、一七

可

決

七、三一

可

決

八、
四

可

決

八、一七

法
律
第
二二七

号

町
村
合
併
促
進
法
案

石
村
幸
作
君

外
十
四
名
二八、
七、二〇

七、二一

可

決

七、二二

可

決

八、
六

修

正

八、
七

修

正

九、
一

法
律
第
二五八

号

八、
七衆
よ
り

回
付

八、
八参
同
意

日
本
国
有
鉄
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

大
和
与
一
君

外
六
名
二八、
七、二八

七、三〇

修

正

七、三〇

修

正

継

続

審

査

第
二十回

二九、一二、
六

可

決

一二、
六

可

決

一二、
三

可

決

一二、
三

可

決

一二、一五

法
律
第
二二五

号

医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

中
山
壽
彦
君

外
九
名
二八、
七、二八

七、二九

可

決

七、三〇

可

決

七、三〇

可

決

八、
三

可

決

八、一〇

法
律
第
一九一

号

第
十六
回

︵
特
別
︶

昭
和
二
十
八
年
六
月
及
び
七
月
の
大
水
害
に

よ
る
公
立
教
育
施
設
の
災
害
の
復
旧
事
業
に

つ
い
て
の
国
の
費
用
負
担
及
び
補
助
に
関
す

る
特
別
措
置
法
案

山
田
節
男
君

外
五
名
二八、
七、二九

七、三〇

可

決

七、三〇

可

決

七、三〇

可

決

八、
三

可

決

八、二七

法
律
第
二四九

号

昭
和
二
十
八
年
六
月
及
び
七
月
の
大
水
害
に

よ
る
災
害
地
域
内
の
た
い
積
土
砂
の
排
除
に

関
す
る
特
別
措
置
法
案

山
田
節
男
君

外
五
名
二八、
七、三〇

七、三一

可

決

八、
三

可

決

八、
六

修

正

八、
七

修

正

八、三一

法
律
第
二五七

号

八、
七衆
よ
り

回
付
八、
八参
同
意

租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

小
林
政
夫
君

外
十
七
名
二八、
八、
六

継

続

審

査

第
十八回

二八、一二、
二

修

正

一二、
四

修

正

一二、
八

可

決

一二、
八

可

決

一二、一四

法
律
第
二九〇

号

昭
和
二
十
八
年
六
月
及
び
七
月
の
大
水
害
に

よ
り
被
害
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
の
起
債

の
特
例
に
関
す
る
法
律
案

矢
嶋
三
義
君

外
十
四
名
二八、
八、
六

八、
六

可

決

八、
七

可

決

八、
七

可

決

八、一〇

可

決

八、一七

法
律
第
二二九

号

昭
和
二
十
八
年
六
月
及
び
七
月
の
大
水
害
に

よ
る
私
立
学
校
施
設
の
災
害
の
復
旧
に
関
す

る
特
別
措
置
法
案

矢
嶋
三
義
君

外
十
四
名
二八、
八、
六

八、
六

可

決

八、
七

可

決

八、
七

可

決

八、一〇

可

決

八、二七

法
律
第
二五〇

号

昭
和
二
十
八
年
六
月
及
び
七
月
の
大
水
害
に

よ
る
社
会
福
祉
事
業
施
設
の
災
害
の
復
旧
に

関
す
る
特
別
措
置
法
案

矢
嶋
三
義
君

外
十
四
名
二八、
八、
六

八、
六

可

決

八、
七

可

決

八、
七

可

決

八、一〇

可

決

八、一七

法
律
第
二三一

号

昭
和
二
十
八
年
六
月
及
び
七
月
の
大
水
害
の

被
害
地
域
に
お
い
て
行
う
母
子
福
祉
資
金
の

貸
付
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

矢
嶋
三
義
君

外
十
四
名
二八、
八、
六

八、
六

可

決

八、
七

可

決

八、
七

可

決

八、一〇

可

決

八、一七

法
律
第
二三二

号

昭
和
二
十
八
年
六
月
及
び
七
月
に
お
け
る
大

水
害
に
よ
る
病
院
及
び
診
療
所
の
災
害
の
復

旧
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

矢
嶋
三
義
君

外
十
四
名
二八、
八、
六

八、
六

可

決

八、
七

可

決

八、
七

可

決

八、一〇

可

決

八、一七

法
律
第
二三〇

号

昭
和
二
十
八
年
六
月
及
び
七
月
の
大
水
害
に

よ
り
被
害
を
受
け
た
公
務
員
等
に
対
す
る
国

家
公
務
員
共
済
組
合
の
給
付
の
特
例
等
に
関

す
る
法
律
案

矢
嶋
三
義
君

外
十
三
名
二八、
八、
六

八、
六

可

決

八、
七

可

決

八、
七

可

決

八、一〇

可

決

八、一七

法
律
第
二二八

号
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国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

第
十八
回

︵
臨
時
︶
町
村
合
併
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

石
村
幸
作
君

外
八
名
二八、一二、
五

一二、
五

可

決

一二、
七

可

決

一二、
八

可

決

一二、
八

可

決

一二、一四

法
律
第
二八七

号

水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

森
崎

隆
君

外
八
名
二九、
三、
三

三、
八

可

決

三、一〇

可

決

三、一一

可

決

三、一二

可

決

三、二三

法
律
第
九

号

町
村
合
併
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

内
村
清
次
君

外
十
四
名
二九、
四、一六

四、一九

可

決

四、二二

可

決

四、二七

可

決

四、二七

可

決

四、三〇

法
律
第
七九

号

医
師
法
、
歯
科
医
師
法
及
び
薬
事
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

苫
米
地
義
三
君

外
三
十
七
名
二九、
四、二〇

継

続

審

査

第
二十回

二九、一一、二九

修

正

一二、
二

修

正

一二、
三

可

決

一二、
三

可

決

一二、
八

法
律
第
二一一

号

第
十九
回

労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

栗
山
良
夫
君

外
十
名
二九、
四、二八

五、
七

可

決

五、
八

可

決

五、一二

可

決

五、一二

可

決

六、一〇

法
律
第
一七一

号

臘
虎
膃
肭
獣
猟
獲
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

森
崎

隆
君

外
五
名
二九、
五、二四

五、二五

可

決

五、二六

可

決

五、二八

可

決

五、二九

可

決

六、
二

法
律
第
一五五

号

覚
せ
い
剤
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

高
野
一
夫
君

外
十
一
名
二九、
五、二六

五、二六

可

決

五、二八

可

決

五、二九

可

決

五、三一

可

決

六、一二

法
律
第
一七七

号

教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

荒
木
正
三
郎
君

外
十
九
名
二九、
五、二九

五、二九

可

決

五、三〇

可

決

六、
二

可

決

六、
三

可

決

六、一四

法
律
第
一八一

号

第
二十
回

︵
臨
時
︶
町
村
合
併
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

中
田
吉
雄
君

外
十
三
名
二九、一二、
六

一二、
六

可

決

一二、
六

可

決

一二、
七

可

決

一二、
九

可

決

一二、一六

法
律
第
二二六

号

町
村
合
併
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

地
方
行
政
委
員
長
三〇、
三、三〇

︱

三、三一

可

決

三、三一

可

決

三、三一

可

決

四、
一

法
律
第
一一

号

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選

挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案

地
方
行
政
委
員
長
三〇、
三、三〇

︱

三、三一

可

決

三、三一

可

決

三、三一

可

決

四、
一

法
律
第
九

号

競
馬
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

農
林
水
産
委
員
長
三〇、
六、
二

︱

六、
三

可

決

六、
八

可

決

六、
九

可

決

六、一四

法
律
第
二一

号

第
二十二
回

︵
特
別
︶

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

谷
口
弥
三
郎
君

外
四
名
三〇、
七、一三

七、二二

修

正

七、二五

修

正

七、二九

修

正

七、二九

修

正

八、
五

法
律
第
一二七

号

七、二九衆
よ
り

回
付

七、三〇参
同
意

建
築
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

田
中

一
君

外
二
名
三〇、
七、一三

七、一九

可

決

七、二〇

可

決

七、二三

可

決

七、二五

可

決

八、二二

法
律
第
一七三

号

社
会
福
祉
事
業
等
の
施
設
に
関
す
る
措
置
法

案

小
林
英
三
君

外
五
名
三〇、
七、一九

第
二十六回

三二、
四、
六

可

決

四、
八

可

決

継

続

審

査

第
二十八回

三三、
四、二五

可

決

四、二五

可

決

四、一八

可

決

四、二二

可

決

五、
七

法
律
第
一四二

号
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七
四
四



国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

第
十八
回

︵
臨
時
︶
町
村
合
併
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

石
村
幸
作
君

外
八
名
二八、一二、
五

一二、
五

可

決

一二、
七

可

決

一二、
八

可

決

一二、
八

可

決

一二、一四

法
律
第
二八七

号

水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

森
崎

隆
君

外
八
名
二九、
三、
三

三、
八

可

決

三、一〇

可

決

三、一一

可

決

三、一二

可

決

三、二三

法
律
第
九

号

町
村
合
併
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

内
村
清
次
君

外
十
四
名
二九、
四、一六

四、一九

可

決

四、二二

可

決

四、二七

可

決

四、二七

可

決

四、三〇

法
律
第
七九

号

医
師
法
、
歯
科
医
師
法
及
び
薬
事
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

苫
米
地
義
三
君

外
三
十
七
名
二九、
四、二〇

継

続

審

査

第
二十回

二九、一一、二九

修

正

一二、
二

修

正

一二、
三

可

決

一二、
三

可

決

一二、
八

法
律
第
二一一

号

第
十九
回

労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

栗
山
良
夫
君

外
十
名
二九、
四、二八

五、
七

可

決

五、
八

可

決

五、一二

可

決

五、一二

可

決

六、一〇

法
律
第
一七一

号

臘
虎
膃
肭
獣
猟
獲
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

森
崎

隆
君

外
五
名
二九、
五、二四

五、二五

可

決

五、二六

可

決

五、二八

可

決

五、二九

可

決

六、
二

法
律
第
一五五

号

覚
せ
い
剤
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

高
野
一
夫
君

外
十
一
名
二九、
五、二六

五、二六

可

決

五、二八

可

決

五、二九

可

決

五、三一

可

決

六、一二

法
律
第
一七七

号

教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

荒
木
正
三
郎
君

外
十
九
名
二九、
五、二九

五、二九

可

決

五、三〇

可

決

六、
二

可

決

六、
三

可

決

六、一四

法
律
第
一八一

号

第
二十
回

︵
臨
時
︶
町
村
合
併
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

中
田
吉
雄
君

外
十
三
名
二九、一二、
六

一二、
六

可

決

一二、
六

可

決

一二、
七

可

決

一二、
九

可

決

一二、一六

法
律
第
二二六

号

町
村
合
併
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

地
方
行
政
委
員
長
三〇、
三、三〇

︱

三、三一

可

決

三、三一

可

決

三、三一

可

決

四、
一

法
律
第
一一

号

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選

挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案

地
方
行
政
委
員
長
三〇、
三、三〇

︱

三、三一

可

決

三、三一

可

決

三、三一

可

決

四、
一

法
律
第
九

号

競
馬
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

農
林
水
産
委
員
長
三〇、
六、
二

︱

六、
三

可

決

六、
八

可

決

六、
九

可

決

六、一四

法
律
第
二一

号

第
二十二
回

︵
特
別
︶

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

谷
口
弥
三
郎
君

外
四
名
三〇、
七、一三

七、二二

修

正

七、二五

修

正

七、二九

修

正

七、二九

修

正

八、
五

法
律
第
一二七

号

七、二九衆
よ
り

回
付

七、三〇参
同
意

建
築
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

田
中

一
君

外
二
名
三〇、
七、一三

七、一九

可

決

七、二〇

可

決

七、二三

可

決

七、二五

可

決

八、二二

法
律
第
一七三

号

社
会
福
祉
事
業
等
の
施
設
に
関
す
る
措
置
法

案

小
林
英
三
君

外
五
名
三〇、
七、一九

第
二十六回

三二、
四、
六

可

決

四、
八

可

決

継

続

審

査

第
二十八回

三三、
四、二五

可

決

四、二五

可

決

四、一八

可

決

四、二二

可

決

五、
七

法
律
第
一四二

号
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国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

女
子
教
育
職
員
の
産
前
産
後
の
休
暇
中
に
お

け
る
学
校
教
育
の
正
常
な
実
施
の
確
保
に
関

す
る
法
律
案

木
村
守
江
君

外
六
名
三〇、
七、二一

七、二一

可

決

七、二二

可

決

七、二九

修

正

七、二九

修

正

八、
五

法
律
第
一二五

号

七、二九衆
よ
り

回
付

七、三〇参
同
意

第
二十三
回

︵
臨
時
︶
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

地
方
行
政
委
員
長
三〇、一二、
八

︱

一二、一四

可

決

継

続

審

査

第
二十四回

三一、
三、一三

可

決

三、一四

可

決

二、二七

修

正

三、
一

修

正

三、一五

法
律
第
八

号

恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

野
本
品
吉
君

外
二
名
三一、
三、一九

三、二七

可

決

三、二八

可

決

三、二八

可

決

三、二九

可

決

三、三一

法
律
第
五一

号

租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

小
林
政
夫
君

外
五
名
三一、
四、一三

四、二〇

可

決

四、二五

可

決

五、三一

可

決

五、三一

可

決

六、一三

法
律
第
一五〇

号

公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
法
案

田
中
啓
一
君

外
二
十
九
名
三一、
四、一三

四、二〇

可

決

四、二五

可

決

四、二七

可

決

五、
八

可

決

六、
六

法
律
第
一三四

号

第
二十四
回

夜
間
課
程
を
置
く
高
等
学
校
に
お
け
る
学
校

給
食
に
関
す
る
法
律
案

文
教
委
員
長
三一、
四、二〇

︱

四、二三

可

決

六、
二

可

決

六、
二

可

決

六、二〇

法
律
第
一五七

号

公
立
養
護
学
校
整
備
特
別
措
置
法
案

文
教
委
員
長
三一、
四、二〇

︱

四、二三

可

決

六、
二

可

決

六、
二

可

決

六、一四

法
律
第
一五二

号

盲
学
校
、
ろ
う
学
校
及
び
養
護
学
校
へ
の
就

学
奨
励
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

文
教
委
員
長
三一、
四、二〇

︱

四、二三

可

決

六、
二

可

決

六、
二

可

決

六、一四

法
律
第
一五三

号

国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

議
院
運
営
委
員
長
三一、
五、二五

︱

五、二八

可

決

五、二九

可

決

五、二九

可

決

六、
二

法
律
第
一二四

号

建
築
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

田
中

一
君

外
二
名
三二、
四、二六

五、一〇

可

決

五、一三

可

決

五、一四

可

決

五、一五

可

決

五、二〇

法
律
第
一一四

号

第
二十六
回

盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
の
幼
稚
部

及
び
高
等
部
に
お
け
る
学
校
給
食
に
関
す
る

法
律
案

文
教
委
員
長
三二、
五、一三

︱

五、一三

可

決

五、一六

可

決

五、一六

可

決

五、二〇

法
律
第
一一八

号

公
立
学
校
の
学
校
医
の
公
務
災
害
補
償
に
関

す
る
法
律
案

文
教
委
員
長
三二、
五、一四

︱

五、一五

可

決

五、一六

可

決

五、一六

可

決

五、三一

法
律
第
一四三

号

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

野
本
品
吉
君

外
三
名
三三、
三、二六

四、一七

修

正

四、一八

修

正

四、二三

可

決

四、二三

可

決

五、一五

法
律
第
一五五

号

第
二十八
回

調
理
師
法
案

草
葉
隆
圓
君

外
四
名
三三、
四、一七

四、二二

可

決

四、二二

可

決

四、二四

可

決

四、二四

可

決

五、一〇

法
律
第
一四七

号

へ
き
地
教
育
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

秋
山
長
造
君

外
二
十
一
名
三三、
四、一七

四、一七

可

決

四、一八

可

決

四、二三

可

決

四、二三

可

決

四、二八

法
律
第
一〇一

号

け
い
肺
及
び
外
傷
性
せ
き
髄
障
害
の
療
養
等

に
関
す
る
臨
時
措
置
法
案

草
葉
隆
圓
君

外
六
名
三三、
四、二二

四、二三

可

決

四、二三

可

決

四、二四

可

決

四、二四

可

決

五、
七

法
律
第
一四三

号
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国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

女
子
教
育
職
員
の
産
前
産
後
の
休
暇
中
に
お

け
る
学
校
教
育
の
正
常
な
実
施
の
確
保
に
関

す
る
法
律
案

木
村
守
江
君

外
六
名
三〇、
七、二一

七、二一

可

決

七、二二

可

決

七、二九

修

正

七、二九

修

正

八、
五

法
律
第
一二五

号

七、二九衆
よ
り

回
付
七、三〇参
同
意

第
二十三
回

︵
臨
時
︶
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

地
方
行
政
委
員
長
三〇、一二、
八

︱

一二、一四

可

決

継

続

審

査

第
二十四回

三一、
三、一三

可

決

三、一四

可

決

二、二七

修

正

三、
一

修

正

三、一五

法
律
第
八

号

恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

野
本
品
吉
君

外
二
名
三一、
三、一九

三、二七

可

決

三、二八

可

決

三、二八

可

決

三、二九

可

決

三、三一

法
律
第
五一

号

租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

小
林
政
夫
君

外
五
名
三一、
四、一三

四、二〇

可

決

四、二五

可

決

五、三一

可

決

五、三一

可

決

六、一三

法
律
第
一五〇

号

公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
法
案

田
中
啓
一
君

外
二
十
九
名
三一、
四、一三

四、二〇

可

決

四、二五

可

決

四、二七

可

決

五、
八

可

決

六、
六

法
律
第
一三四

号

第
二十四
回

夜
間
課
程
を
置
く
高
等
学
校
に
お
け
る
学
校

給
食
に
関
す
る
法
律
案

文
教
委
員
長
三一、
四、二〇

︱

四、二三

可

決

六、
二

可

決

六、
二

可

決

六、二〇

法
律
第
一五七

号

公
立
養
護
学
校
整
備
特
別
措
置
法
案

文
教
委
員
長
三一、
四、二〇

︱

四、二三

可

決

六、
二

可

決

六、
二

可

決

六、一四

法
律
第
一五二

号

盲
学
校
、
ろ
う
学
校
及
び
養
護
学
校
へ
の
就

学
奨
励
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

文
教
委
員
長
三一、
四、二〇

︱

四、二三

可

決

六、
二

可

決

六、
二

可

決

六、一四

法
律
第
一五三

号

国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

議
院
運
営
委
員
長
三一、
五、二五

︱

五、二八

可

決

五、二九

可

決

五、二九

可

決

六、
二

法
律
第
一二四

号

建
築
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

田
中

一
君

外
二
名
三二、
四、二六

五、一〇

可

決

五、一三

可

決

五、一四

可

決

五、一五

可

決

五、二〇

法
律
第
一一四

号

第
二十六
回

盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
の
幼
稚
部

及
び
高
等
部
に
お
け
る
学
校
給
食
に
関
す
る

法
律
案

文
教
委
員
長
三二、
五、一三

︱

五、一三

可

決

五、一六

可

決

五、一六

可

決

五、二〇

法
律
第
一一八

号

公
立
学
校
の
学
校
医
の
公
務
災
害
補
償
に
関

す
る
法
律
案

文
教
委
員
長
三二、
五、一四

︱

五、一五

可

決

五、一六

可

決

五、一六

可

決

五、三一

法
律
第
一四三

号

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

野
本
品
吉
君

外
三
名
三三、
三、二六

四、一七

修

正

四、一八

修

正

四、二三

可

決

四、二三

可

決

五、一五

法
律
第
一五五

号

第
二十八
回

調
理
師
法
案

草
葉
隆
圓
君

外
四
名
三三、
四、一七

四、二二

可

決

四、二二

可

決

四、二四

可

決

四、二四

可

決

五、一〇

法
律
第
一四七

号

へ
き
地
教
育
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

秋
山
長
造
君

外
二
十
一
名
三三、
四、一七

四、一七

可

決

四、一八

可

決

四、二三

可

決

四、二三

可

決

四、二八

法
律
第
一〇一

号

け
い
肺
及
び
外
傷
性
せ
き
髄
障
害
の
療
養
等

に
関
す
る
臨
時
措
置
法
案

草
葉
隆
圓
君

外
六
名
三三、
四、二二

四、二三

可

決

四、二三

可

決

四、二四

可

決

四、二四

可

決

五、
七

法
律
第
一四三

号

ろ0

0う0

0



へ0

0き0

0



ろ
う二

〇
　
本
院
議
員
提
出
法
律
案︵
成
立
し
た
も
の
︶審
議
一
覧
表

七
四
七



国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

第
三十四
回

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

谷
口
弥
三
郎
君

外
一
名
三五、
三、
九

三、二九

可

決

三、三〇

可

決

四、一三

可

決

四、一五

可

決

四、二一

法
律
第
五五

号

引
揚
者
給
付
金
等
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

社
会
労
働
委
員
長
三五、
五、
九

︱

五、一一

可

決

五、一一

可

決

五、一三

可

決

五、一六

法
律
第
八二

号

第
三十八
回

酒
に
酔
つ
て
公
衆
に
迷
惑
を
か
け
る
行
為
の

防
止
等
に
関
す
る
法
律
案

紅
露
み
つ
君

外
二
十
四
名
三六、
四、一二

四、二七

修

正

四、二八

修

正

五、一九

可

決

五、一九

可

決

六、
一

法
律
第
一〇三

号

引
揚
者
給
付
金
等
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

加
藤
武
徳
君

外
五
名
三六、
四、二八

四、二八

可

決

四、二八

可

決

五、一一

可

決

五、一一

可

決

五、一五

法
律
第
八四

号

第
三十九
回

︵
臨
時
︶
女
子
教
育
職
員
の
産
前
産
後
の
休
暇
中
に
お

け
る
学
校
教
育
の
正
常
な
実
施
の
確
保
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

文
教
委
員
長
三六、一〇、一七

︱

一〇、一八

可

決

一〇、三一

可

決

一〇、三一

可

決

一一、
九

法
律
第
二〇〇

号

第
四十
回
栄
養
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

社
会
労
働
委
員
長
三七、
五、
四

︱

五、
六

可

決

継

続

審

査

第
四十一回

三七、
九、
二

可

決

九、
二

可

決

八、二三

可

決

八、二四

可

決

九、一三

法
律
第
一五八

号

第
四十三
回

薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

高
野
一
夫
君

外
十
九
名
三八、
三、二五

三、二八

可

決

三、二九

可

決

七、
四

可

決

七、
四

可

決

七、一二

法
律
第
一三五

号

砂
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

稲
浦
鹿
藏
君

外
一
名
三八、
三、二八

五、一六

可

決

五、一七

可

決

五、二四

可

決

五、二四

可

決

六、
一

法
律
第
九四

号

第
四十六
回

女
子
教
育
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教

育
職
員
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

文
教
委
員
長
三九、
四、二三

︱

四、二四

可

決

六、二五

可

決

六、二五

可

決

七、
二

法
律
第
一三六

号

閉
鎖
機
関
令
等
の
規
定
に
よ
つ
て
さ
れ
た
信

託
の
処
理
に
関
す
る
法
律
案

平
島
敏
夫
君

外
一
名
四〇、
五、
七

五、一一

可

決

五、一二

可

決

五、一八

可

決

五、一八

可

決

五、二六

法
律
第
八五

号

第
四十八
回

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

社
会
労
働
委
員
長
四〇、
五、一一

︱

五、一二

可

決

五、一九

可

決

五、三一

可

決

六、一一

法
律
第
一二八

号

日
本
貿
易
振
興
会
法
及
び
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

商
工
委
員
長
四〇、
五、一八

︱

五、二四

可

決

五、二六

可

決

五、三一

可

決

六、一一

法
律
第
一三一

号

医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

社
会
労
働
委
員
長
四〇、
五、二五

︱

六、
一

可

決

六、
一

可

決

六、
一

可

決

六、一一

法
律
第
一二七

号

第
五十八
回

診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

社
会
労
働
委
員
長
四三、
四、二五

︱

四、二六

可

決

五、
九

可

決

五、一〇

可

決

五、二三

法
律
第
六三

号

保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

山
本

杉
君

外
一
名
四三、
五、
九

五、
九

可

決

五、一〇

可

決

五、二三

可

決

五、二三

可

決

六、
一

法
律
第
八四

号

第
六十三
回

︵
特
別
︶
優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

社
会
労
働
委
員
長
四五、
五、一二

︱

五、一二

可

決

五、一三

可

決

五、一三

可

決

五、一八

法
律
第
六四

号



七
四
八



国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

第
三十四
回

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

谷
口
弥
三
郎
君

外
一
名
三五、
三、
九

三、二九

可

決

三、三〇

可

決

四、一三

可

決

四、一五

可

決

四、二一

法
律
第
五五

号

引
揚
者
給
付
金
等
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

社
会
労
働
委
員
長
三五、
五、
九

︱

五、一一

可

決

五、一一

可

決

五、一三

可

決

五、一六

法
律
第
八二

号

第
三十八
回

酒
に
酔
つ
て
公
衆
に
迷
惑
を
か
け
る
行
為
の

防
止
等
に
関
す
る
法
律
案

紅
露
み
つ
君

外
二
十
四
名
三六、
四、一二

四、二七

修

正

四、二八

修

正

五、一九

可

決

五、一九

可

決

六、
一

法
律
第
一〇三

号

引
揚
者
給
付
金
等
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

加
藤
武
徳
君

外
五
名
三六、
四、二八

四、二八

可

決

四、二八

可

決

五、一一

可

決

五、一一

可

決

五、一五

法
律
第
八四

号

第
三十九
回

︵
臨
時
︶
女
子
教
育
職
員
の
産
前
産
後
の
休
暇
中
に
お

け
る
学
校
教
育
の
正
常
な
実
施
の
確
保
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

文
教
委
員
長
三六、一〇、一七

︱

一〇、一八

可

決

一〇、三一

可

決

一〇、三一

可

決

一一、
九

法
律
第
二〇〇

号

第
四十
回
栄
養
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

社
会
労
働
委
員
長
三七、
五、
四

︱

五、
六

可

決

継

続

審

査

第
四十一回

三七、
九、
二

可

決

九、
二

可

決

八、二三

可

決

八、二四

可

決

九、一三

法
律
第
一五八

号

第
四十三
回

薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

高
野
一
夫
君

外
十
九
名
三八、
三、二五

三、二八

可

決

三、二九

可

決

七、
四

可

決

七、
四

可

決

七、一二

法
律
第
一三五

号

砂
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

稲
浦
鹿
藏
君

外
一
名
三八、
三、二八

五、一六

可

決

五、一七

可

決

五、二四

可

決

五、二四

可

決

六、
一

法
律
第
九四

号

第
四十六
回

女
子
教
育
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教

育
職
員
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

文
教
委
員
長
三九、
四、二三

︱

四、二四

可

決

六、二五

可

決

六、二五

可

決

七、
二

法
律
第
一三六

号

閉
鎖
機
関
令
等
の
規
定
に
よ
つ
て
さ
れ
た
信

託
の
処
理
に
関
す
る
法
律
案

平
島
敏
夫
君

外
一
名
四〇、
五、
七

五、一一

可

決

五、一二

可

決

五、一八

可

決

五、一八

可

決

五、二六

法
律
第
八五

号

第
四十八
回

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

社
会
労
働
委
員
長
四〇、
五、一一

︱

五、一二

可

決

五、一九

可

決

五、三一

可

決

六、一一

法
律
第
一二八

号

日
本
貿
易
振
興
会
法
及
び
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

商
工
委
員
長
四〇、
五、一八

︱

五、二四

可

決

五、二六

可

決

五、三一

可

決

六、一一

法
律
第
一三一

号

医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

社
会
労
働
委
員
長
四〇、
五、二五

︱

六、
一

可

決

六、
一

可

決

六、
一

可

決

六、一一

法
律
第
一二七

号

第
五十八
回

診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

社
会
労
働
委
員
長
四三、
四、二五

︱

四、二六

可

決

五、
九

可

決

五、一〇

可

決

五、二三

法
律
第
六三

号

保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

山
本

杉
君

外
一
名
四三、
五、
九

五、
九

可

決

五、一〇

可

決

五、二三

可

決

五、二三

可

決

六、
一

法
律
第
八四

号

第
六十三
回

︵
特
別
︶
優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

社
会
労
働
委
員
長
四五、
五、一二

︱

五、一二

可

決

五、一三

可

決

五、一三

可

決

五、一八

法
律
第
六四

号



二
〇
　
本
院
議
員
提
出
法
律
案︵
成
立
し
た
も
の
︶審
議
一
覧
表

七
四
九



国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

第
七十一
回

︵
特
別
︶
災
害
弔
慰
金
の
支
給
及
び
災
害
援
護
資
金
の

貸
付
け
に
関
す
る
法
律
案

災
害
対
策
特
別
委

員
長

四八、
七、一三

︱

八、二四

修

正

八、三〇

可

決

九、
七

可

決

九、一八

法
律
第
八二

号

第
七十四
回

︵
臨
時
︶
災
害
弔
慰
金
の
支
給
及
び
災
害
援
護
資
金
の

貸
付
け
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

災
害
対
策
特
別
委

員
長

四九、一二、二一

︱

一二、二三

可

決

一二、二四

可

決

一二、二五

可

決
五〇、
一、二三

法
律
第
一

号

第
七十八
回

︵
臨
時
︶
災
害
弔
慰
金
の
支
給
及
び
災
害
援
護
資
金
の

貸
付
け
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

災
害
対
策
特
別
委

員
長

五一、一〇、一四

︱

一〇、一五

可

決

一〇、一五

可

決

一〇、一五

可

決

一〇、二六

法
律
第
七四

号

第
八十二
回

︵
臨
時
︶
女
子
教
育
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教

育
職
員
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

久
保

亘
君

外
六
名
五二、一〇、二五

継

続

審

査

第
八十四回

五三、
三、二八

可

決

三、二九

可

決

五、一二

修

正

五、一二

修

正

六、
九

法
律
第
六五

号

五、一二衆
よ
り

回
付
五、一二参
同
意

第
八十四
回

災
害
弔
慰
金
の
支
給
及
び
災
害
援
護
資
金
の

貸
付
け
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

災
害
対
策
特
別
委

員
長

五三、
三、一三

︱

三、一七

可

決

三、二三

可

決

三、二四

可

決

三、三一

法
律
第
六

号

第
八十五
回

︵
臨
時
︶

天
災
に
よ
る
被
害
農
林
漁
業
者
等
に
対
す
る

資
金
の
融
通
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
及
び
激

甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援

助
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

災
害
対
策
特
別
委

員
長

五三、一〇、一二

︱

一〇、一二

可

決

一〇、一九

可

決

一〇、二〇

可

決

一〇、二七

法
律
第
九七

号

第
九十一
回

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

社
会
労
働
委
員
長
五五、
四、
八

︱

四、二三

可

決

四、二四

可

決

四、二五

可

決

五、一〇

法
律
第
四四

号

第
九十四
回

社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

社
会
労
働
委
員
長
五六、
五、一二

︱

五、一五

可

決

五、二一

可

決

五、二二

可

決

六、
二

法
律
第
六四

号

第
九十五
回

︵
臨
時
︶
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

金
丸
三
郎
君

外
四
名
五六、一〇、
七

継

続

審

査

第
九十六回

五七、
七、
九

可

決

七、一六

可

決

八、一七

可

決

八、一八

可

決

八、二四

法
律
第
八一

号

第
九十六
回

沖
縄
の
弁
護
士
資
格
者
等
に
対
す
る
本
邦
の

弁
護
士
資
格
等
の
付
与
に
関
す
る
特
別
措
置

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

法
務
委
員
長
五七、
四、一五

︱

四、一六

可

決

四、二七

可

決

四、二七

可

決

五、一一

法
律
第
四四

号

第
百
二
回

道
路
運
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

梶
原

清
君

外
二
名
六〇、
三、
五

三、
七

可

決

三、二〇

可

決

三、二九

可

決

四、
二

可

決

四、
九

法
律
第
二二

号

第
百
四
回

外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

農
林
水
産
委
員
長
六一、
五、
八

︱

五、
九

可

決

五、一五

可

決

五、一五

可

決

五、二〇

法
律
第
五五

号

国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

遠
藤

要
君

外
七
名
六一、
五、一三

︱

五、一四

可

決

五、二二

可

決

五、二二

可

決

五、二六

法
律
第
六八

号

第
百
十一回

︵
臨
時
︶
公
文
書
館
法
案

内
閣
委
員
長
六二、一二、
八

︱

一二、
九

可

決

一二、
九

可

決

一二、一〇

可

決

一二、一五

法
律
第
一一五

号

じ
ん

七
五
〇



国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

第
七十一
回

︵
特
別
︶
災
害
弔
慰
金
の
支
給
及
び
災
害
援
護
資
金
の

貸
付
け
に
関
す
る
法
律
案

災
害
対
策
特
別
委

員
長

四八、
七、一三

︱

八、二四

修

正

八、三〇

可

決

九、
七

可

決

九、一八

法
律
第
八二

号

第
七十四
回

︵
臨
時
︶
災
害
弔
慰
金
の
支
給
及
び
災
害
援
護
資
金
の

貸
付
け
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

災
害
対
策
特
別
委

員
長

四九、一二、二一

︱

一二、二三

可

決

一二、二四

可

決

一二、二五

可

決
五〇、
一、二三

法
律
第
一

号

第
七十八
回

︵
臨
時
︶
災
害
弔
慰
金
の
支
給
及
び
災
害
援
護
資
金
の

貸
付
け
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

災
害
対
策
特
別
委

員
長

五一、一〇、一四

︱

一〇、一五

可

決

一〇、一五

可

決

一〇、一五

可

決

一〇、二六

法
律
第
七四

号

第
八十二
回

︵
臨
時
︶
女
子
教
育
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教

育
職
員
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

久
保

亘
君

外
六
名
五二、一〇、二五

継

続

審

査

第
八十四回

五三、
三、二八

可

決

三、二九

可

決

五、一二

修

正

五、一二

修

正

六、
九

法
律
第
六五

号

五、一二衆
よ
り

回
付
五、一二参
同
意

第
八十四
回

災
害
弔
慰
金
の
支
給
及
び
災
害
援
護
資
金
の

貸
付
け
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

災
害
対
策
特
別
委

員
長

五三、
三、一三

︱

三、一七

可

決

三、二三

可

決

三、二四

可

決

三、三一

法
律
第
六

号

第
八十五
回

︵
臨
時
︶

天
災
に
よ
る
被
害
農
林
漁
業
者
等
に
対
す
る

資
金
の
融
通
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
及
び
激

甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援

助
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

災
害
対
策
特
別
委

員
長

五三、一〇、一二

︱

一〇、一二

可

決

一〇、一九

可

決

一〇、二〇

可

決

一〇、二七

法
律
第
九七

号

第
九十一
回

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

社
会
労
働
委
員
長
五五、
四、
八

︱

四、二三

可

決

四、二四

可

決

四、二五

可

決

五、一〇

法
律
第
四四

号

第
九十四
回

社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

社
会
労
働
委
員
長
五六、
五、一二

︱

五、一五

可

決

五、二一

可

決

五、二二

可

決

六、
二

法
律
第
六四

号

第
九十五
回

︵
臨
時
︶
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

金
丸
三
郎
君

外
四
名
五六、一〇、
七

継

続

審

査

第
九十六回

五七、
七、
九

可

決

七、一六

可

決

八、一七

可

決

八、一八

可

決

八、二四

法
律
第
八一

号

第
九十六
回

沖
縄
の
弁
護
士
資
格
者
等
に
対
す
る
本
邦
の

弁
護
士
資
格
等
の
付
与
に
関
す
る
特
別
措
置

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

法
務
委
員
長
五七、
四、一五

︱

四、一六

可

決

四、二七

可

決

四、二七

可

決

五、一一

法
律
第
四四

号

第
百
二
回

道
路
運
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

梶
原

清
君

外
二
名
六〇、
三、
五

三、
七

可

決

三、二〇

可

決

三、二九

可

決

四、
二

可

決

四、
九

法
律
第
二二

号

第
百
四
回

外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

農
林
水
産
委
員
長
六一、
五、
八

︱

五、
九

可

決

五、一五

可

決

五、一五

可

決

五、二〇

法
律
第
五五

号

国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

遠
藤

要
君

外
七
名
六一、
五、一三

︱

五、一四

可

決

五、二二

可

決

五、二二

可

決

五、二六

法
律
第
六八

号

第
百
十一回

︵
臨
時
︶
公
文
書
館
法
案

内
閣
委
員
長
六二、一二、
八

︱

一二、
九

可

決

一二、
九

可

決

一二、一〇

可

決

一二、一五

法
律
第
一一五

号

二
〇
　
本
院
議
員
提
出
法
律
案︵
成
立
し
た
も
の
︶審
議
一
覧
表

七
五
一



国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

第
百
十六回

︵
臨
時
︶
へ
い
獣
処
理
場
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

社
会
労
働
委
員
長

平
成元

、一二、
五

︱

一二、
八

可

決

一二、一四

可

決

一二、一四

可

決

一二、一九

法
律
第
八〇

号

第
百
十七回

平
成
元
年
度
の
水
田
農
業
確
立
助
成
補
助
金

に
つ
い
て
の
所
得
税
及
び
法
人
税
の
臨
時
特

例
に
関
す
る
法
律
案

大
蔵
委
員
長
二、
一、二三

︱

一、二三

可

決

一、二四

可

決

一、二四

可

決

二、
二

法
律
第
一

号

第
百
二十六回

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

地
方
行
政
委
員
長
五、
六、
三

︱

六、
四

可

決

六、一〇

可

決

六、一一

可

決

六、一八

法
律
第
七三

号

第
百
二十八回

︵
臨
時)

民
間
海
外
援
助
事
業
の
推
進
の
た
め
の
物
品

の
譲
与
に
関
す
る
法
律
案

大
蔵
委
員
長
五、一〇、二八

︱

一〇、二九

可

決

一一、
二

可

決

一一、
二

可

決

一一、一〇

法
律
第
八〇

号

保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

厚
生
委
員
長
五、一一、
四

︱

一一、
五

可

決

一一、
九

可

決

一一、一二

可

決

一一、一九

法
律
第
九〇

号

歯
科
技
工
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

厚
生
委
員
長
五、一二、一四

︱

一二、一四

可

決

六、
一、二六

可

決

一、二六

可

決

二、
二

法
律
第
一

号

水
源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

建
設
委
員
長
六、
六、二〇

︱

六、二〇

可

決

六、二〇

可

決

六、二一

可

決

六、二九

法
律
第
六〇

号

第
百
二十九回

公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

松
浦

功
君

外
七
名
六、
六、二〇

六、二一

可

決

六、二二

可

決

六、二三

可

決

六、二三

可

決

六、二九

法
律
第
四七

号

農
山
漁
村
滞
在
型
余
暇
活
動
の
た
め
の
基
盤

整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案

農
林
水
産
委
員
長
六、
六、二二

︱

六、二二

可

決

六、二三

可

決

六、二三

可

決

六、二九

法
律
第
四六

号

第
百
三十二回

緑
の
募
金
に
よ
る
森
林
整
備
等
の
推
進
に
関

す
る
法
律
案

農
林
水
産
委
員
長
七、
四、二五

︱

四、二六

可

決

四、二七

可

決

四、二七

可

決

五、
八

法
律
第
八八

号

臨
時
大
深
度
地
下
利
用
調
査
会
設
置
法
案

野
沢
太
三
君

外
四
名
七、
六、
一

六、
二

可

決

六、
五

可

決

六、
九

可

決

六、一六

可

決

六、二六

法
律
第
一一三

号

高
齢
社
会
対
策
基
本
法
案

国
民
生
活
に
関
す

る
調
査
会
長

七、
六、
二

︱

六、
五

可

決

︱
継
続
審
査

︵
内
閣
︶

第
百
三十四回

一一、
七

可

決

一一、
八

可

決

一一、
七

可

決

一一、
七

可

決

一一、一五

法
律
第
一二九

号

第
百
三十六回

歯
科
医
師
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

厚
生
委
員
長
八、
六、一一

︱

六、一二

可

決

六、一四

可

決

六、一四

可

決

六、二一

法
律
第
九二

号

第
百
四十回

学
校
図
書
館
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

南
野
知
惠
子
君

外
七
名
九、
四、二五

五、
八

可

決

五、
九

可

決

五、三〇

可

決

六、
三

可

決

六、一一

法
律
第
七六

号

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

地
方
行
政
委
員
長
九、
六、
三

︱

六、
六

可

決

六、一〇

可

決

六、一〇

可

決

六、一八

法
律
第
八四

号

建
築
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

永
田
良
雄
君

外
六
名
九、
六、
四

六、一〇

可

決

六、一一

可

決

六、一三

可

決

六、一六

可

決

六、二〇

法
律
第
九五

号 七
五
二



国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

第
百
十六回

︵
臨
時
︶
へ
い
獣
処
理
場
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

社
会
労
働
委
員
長

平
成元

、一二、
五

︱

一二、
八

可

決

一二、一四

可

決

一二、一四

可

決

一二、一九

法
律
第
八〇

号

第
百
十七回

平
成
元
年
度
の
水
田
農
業
確
立
助
成
補
助
金

に
つ
い
て
の
所
得
税
及
び
法
人
税
の
臨
時
特

例
に
関
す
る
法
律
案

大
蔵
委
員
長
二、
一、二三

︱

一、二三

可

決

一、二四

可

決

一、二四

可

決

二、
二

法
律
第
一

号

第
百
二十六回

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

地
方
行
政
委
員
長
五、
六、
三

︱

六、
四

可

決

六、一〇

可

決

六、一一

可

決

六、一八

法
律
第
七三

号

第
百
二十八回

︵
臨
時)

民
間
海
外
援
助
事
業
の
推
進
の
た
め
の
物
品

の
譲
与
に
関
す
る
法
律
案

大
蔵
委
員
長
五、一〇、二八

︱

一〇、二九

可

決

一一、
二

可

決

一一、
二

可

決

一一、一〇

法
律
第
八〇

号

保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

厚
生
委
員
長
五、一一、
四

︱

一一、
五

可

決

一一、
九

可

決

一一、一二

可

決

一一、一九

法
律
第
九〇

号

歯
科
技
工
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

厚
生
委
員
長
五、一二、一四

︱

一二、一四

可

決

六、
一、二六

可

決

一、二六

可

決

二、
二

法
律
第
一

号

水
源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

建
設
委
員
長
六、
六、二〇

︱

六、二〇

可

決

六、二〇

可

決

六、二一

可

決

六、二九

法
律
第
六〇

号

第
百
二十九回

公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

松
浦

功
君

外
七
名
六、
六、二〇

六、二一

可

決

六、二二

可

決

六、二三

可

決

六、二三

可

決

六、二九

法
律
第
四七

号

農
山
漁
村
滞
在
型
余
暇
活
動
の
た
め
の
基
盤

整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案

農
林
水
産
委
員
長
六、
六、二二

︱

六、二二

可

決

六、二三

可

決

六、二三

可

決

六、二九

法
律
第
四六

号

第
百
三十二回

緑
の
募
金
に
よ
る
森
林
整
備
等
の
推
進
に
関

す
る
法
律
案

農
林
水
産
委
員
長
七、
四、二五

︱

四、二六

可

決

四、二七

可

決

四、二七

可

決

五、
八

法
律
第
八八

号

臨
時
大
深
度
地
下
利
用
調
査
会
設
置
法
案

野
沢
太
三
君

外
四
名
七、
六、
一

六、
二

可

決

六、
五

可

決

六、
九

可

決

六、一六

可

決

六、二六

法
律
第
一一三

号

高
齢
社
会
対
策
基
本
法
案

国
民
生
活
に
関
す

る
調
査
会
長

七、
六、
二

︱

六、
五

可

決

︱
継
続
審
査

︵
内
閣
︶

第
百
三十四回

一一、
七

可

決

一一、
八

可

決

一一、
七

可

決

一一、
七

可

決

一一、一五

法
律
第
一二九

号

第
百
三十六回

歯
科
医
師
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

厚
生
委
員
長
八、
六、一一

︱

六、一二

可

決

六、一四

可

決

六、一四

可

決

六、二一

法
律
第
九二

号

第
百
四十回

学
校
図
書
館
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

南
野
知
惠
子
君

外
七
名
九、
四、二五

五、
八

可

決

五、
九

可

決

五、三〇

可

決

六、
三

可

決

六、一一

法
律
第
七六

号

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

地
方
行
政
委
員
長
九、
六、
三

︱

六、
六

可

決

六、一〇

可

決

六、一〇

可

決

六、一八

法
律
第
八四

号

建
築
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

永
田
良
雄
君

外
六
名
九、
六、
四

六、一〇

可

決

六、一一

可

決

六、一三

可

決

六、一六

可

決

六、二〇

法
律
第
九五

号

二
〇
　
本
院
議
員
提
出
法
律
案︵
成
立
し
た
も
の
︶審
議
一
覧
表

七
五
三
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出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

第
百
四十一回

︵
臨
時
︶
国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

中
曽
根
弘
文
君

外
七
名
九、一二、
四

︱

一二、
五

可

決

一二、一一

可

決

一二、一一

可

決

一二、一七

法
律
第
一二二

号

第
百
四十二回

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
案

清
水
達
雄
君

外
六
名
一〇、
四、二一

四、二二

可

決

四、二四

可

決

五、一四

可

決

五、一五

可

決

五、二二

法
律
第
六六

号

精
神
薄
弱
の
用
語
の
整
理
の
た
め
の
関
係
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

国
民
福
祉
委
員
長
一〇、
五、二六

︱

五、二七

可

決

継

続

審

査

第
百
四十三回
九、一七

可

決

九、一八

可

決

九、
九

可

決

九、一〇

可

決

九、二八

法
律
第
一一〇

号

第
百
四十三回

︵
臨
時
︶
当
せ
ん
金
付
証
票
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

松
村
龍
二
君

外
六
名
一〇、一〇、
七

一〇、
八

可

決

一〇、
九

可

決

一〇、一三

可

決

一〇、一五

可

決

一〇、二一

法
律
第
一四〇

号

特
定
融
資
枠
契
約
に
関
す
る
法
律
案

塩
崎
恭
久
君

外
六
名
一一、
二、一九

三、
九

可

決

三、一〇

可

決

三、一九

可

決

三、二三

可

決

三、二九

法
律
第
四

号

も
の
づ
く
り
基
盤
技
術
振
興
基
本
法
案

経
済
・
産
業
委
員

長

一一、
三、
九

︱

三、一〇

可

決

三、一二

可

決

三、一二

可

決

三、一九

法
律
第
二

号

第
百
四十五回

児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の

処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
案

林

芳
正
君

外
六
名
一一、
三、三一

四、二七

可

決

四、二八

可

決

五、一四

可

決

五、一八

可

決

五、二六

法
律
第
五二

号

国
立
公
文
書
館
法
案

総
務
委
員
長
一一、
四、二七

︱

四、二八

可

決

六、一五

可

決

六、一五

可

決

六、二三

法
律
第
七九

号

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
案

国
土
・
環
境
委
員

長

一一、
七、
六

︱

七、
七

可

決

七、
九

可

決

七、一二

可

決

七、一六

法
律
第
一〇五

号

第
百
四十六回

︵
臨
時
︶

国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

西
田
吉
宏
君

外
九
名
一一、一一、一一

︱

一一、一二

可

決

一一、一八

可

決

一一、一八

可

決

一一、二五

法
律
第
一三九

号

国
会
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

議
院
運
営
委
員
長
一一、一一、一二

︱

一一、一二

可

決

一一、一八

可

決

一一、一八

可

決

一一、二五

法
律
第
一四〇

号

第
百
四十七回

母
体
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

国
民
福
祉
委
員
長
一二、
四、二七

︱

四、二八

可

決

五、一二

可

決

五、一六

可

決

五、二四

法
律
第
八〇

号

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律
案

地
方
行
政
・
警
察

委
員
長

一二、
五、一六

︱

五、一七

可

決

五、一八

可

決

五、一八

可

決

五、二四

法
律
第
八一

号

第
百
五十回

︵
臨
時
︶
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

片
山
虎
之
助
君

外
四
名
一二、一〇、
三

一〇、一三

可

決

一〇、一九

可

決

一〇、二五

可

決

一〇、二六

可

決

一一、
一

法
律
第
一一八

号

第
百
五十一回

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の

保
護
に
関
す
る
法
律
案

共
生
社
会
に
関
す

る
調
査
会
長

一三、
四、
二

︱

四、
四

可

決

四、
六

可

決

四、
六

可

決

四、一三

法
律
第
三一

号

第
百
五十三回

︵
臨
時
︶
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

清
水
嘉
与
子
君

外
二
名
一三、一一、二六

一一、二九

可

決

一一、三〇

可

決

一二、
五

可

決

一二、
六

可

決

一二、一二

法
律
第
一五三

号



七
五
四
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提

出
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提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

第
百
四十一回

︵
臨
時
︶
国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

中
曽
根
弘
文
君

外
七
名
九、一二、
四

︱

一二、
五

可

決

一二、一一

可

決

一二、一一

可

決

一二、一七

法
律
第
一二二

号

第
百
四十二回

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
案

清
水
達
雄
君

外
六
名
一〇、
四、二一

四、二二

可

決

四、二四

可

決

五、一四

可

決

五、一五

可

決

五、二二

法
律
第
六六

号

精
神
薄
弱
の
用
語
の
整
理
の
た
め
の
関
係
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

国
民
福
祉
委
員
長
一〇、
五、二六

︱

五、二七

可

決

継

続

審

査

第
百
四十三回
九、一七

可

決

九、一八

可

決

九、
九

可

決

九、一〇

可

決

九、二八

法
律
第
一一〇

号

第
百
四十三回

︵
臨
時
︶
当
せ
ん
金
付
証
票
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

松
村
龍
二
君

外
六
名
一〇、一〇、
七

一〇、
八

可

決

一〇、
九

可

決

一〇、一三

可

決

一〇、一五

可

決

一〇、二一

法
律
第
一四〇

号

特
定
融
資
枠
契
約
に
関
す
る
法
律
案

塩
崎
恭
久
君

外
六
名
一一、
二、一九

三、
九

可

決

三、一〇

可

決

三、一九

可

決

三、二三

可

決

三、二九

法
律
第
四

号

も
の
づ
く
り
基
盤
技
術
振
興
基
本
法
案

経
済
・
産
業
委
員

長

一一、
三、
九

︱

三、一〇

可

決

三、一二

可

決

三、一二

可

決

三、一九

法
律
第
二

号

第
百
四十五回

児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の

処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
案

林

芳
正
君

外
六
名
一一、
三、三一

四、二七

可

決

四、二八

可

決

五、一四

可

決

五、一八

可

決

五、二六

法
律
第
五二

号

国
立
公
文
書
館
法
案

総
務
委
員
長
一一、
四、二七

︱

四、二八

可

決

六、一五

可

決

六、一五

可

決

六、二三

法
律
第
七九

号

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
案

国
土
・
環
境
委
員

長

一一、
七、
六

︱

七、
七

可

決

七、
九

可

決

七、一二

可

決

七、一六

法
律
第
一〇五

号

第
百
四十六回

︵
臨
時
︶

国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

西
田
吉
宏
君

外
九
名
一一、一一、一一

︱

一一、一二

可

決

一一、一八

可

決

一一、一八

可

決

一一、二五

法
律
第
一三九

号

国
会
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

議
院
運
営
委
員
長
一一、一一、一二

︱

一一、一二

可

決

一一、一八

可

決

一一、一八

可

決

一一、二五

法
律
第
一四〇

号

第
百
四十七回

母
体
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

国
民
福
祉
委
員
長
一二、
四、二七

︱

四、二八

可

決

五、一二

可

決

五、一六

可

決

五、二四

法
律
第
八〇

号

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律
案

地
方
行
政
・
警
察

委
員
長

一二、
五、一六

︱

五、一七

可

決

五、一八

可

決

五、一八

可

決

五、二四

法
律
第
八一

号

第
百
五十回

︵
臨
時
︶
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

片
山
虎
之
助
君

外
四
名
一二、一〇、
三

一〇、一三

可

決

一〇、一九

可

決

一〇、二五

可

決

一〇、二六

可

決

一一、
一

法
律
第
一一八

号

第
百
五十一回

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の

保
護
に
関
す
る
法
律
案

共
生
社
会
に
関
す

る
調
査
会
長

一三、
四、
二

︱

四、
四

可

決

四、
六

可

決

四、
六

可

決

四、一三

法
律
第
三一

号

第
百
五十三回

︵
臨
時
︶
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

清
水
嘉
与
子
君

外
二
名
一三、一一、二六

一一、二九

可

決

一一、三〇

可

決

一二、
五

可

決

一二、
六

可

決

一二、一二

法
律
第
一五三

号



二
〇
　
本
院
議
員
提
出
法
律
案︵
成
立
し
た
も
の
︶審
議
一
覧
表

七
五
五



国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

第
百
五十四回

特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関

す
る
法
律
案

総
務
委
員
長
一四、
四、
四

︱

四、
五

可

決

四、
九

可

決

四、一一

可

決

四、一七

法
律
第
二六

号

第
百
五十六回

母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
支
援
に
関
す
る
特

別
措
置
法
案

厚
生
労
働
委
員
長
一五、
六、二六

︱

六、二七

可

決

七、一六

可

決

七、一七

可

決

七、二四

法
律
第
一二六

号

性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例

に
関
す
る
法
律
案

法
務
委
員
長
一五、
七、
一

︱

七、
二

可

決

七、
九

可

決

七、一〇

可

決

七、一六

法
律
第
一一一

号

第
百
五十九回

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の

保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

共
生
社
会
に
関
す

る
調
査
会
長

一六、
三、二五

︱

三、二六

可

決

五、二六

可

決

五、二七

可

決

六、
二

法
律
第
六四

号

第
百
六十二回

母
体
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

厚
生
労
働
委
員
長
一七、
五、一二

︱

五、一三

可

決

七、二〇

可

決

七、二六

可

決

七、二九

法
律
第
九〇

号

第
百
六十三回

︵
特
別
︶
会
計
検
査
院
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

決
算
委
員
長
一七、一〇、一九

︱

一〇、二一

可

決

一〇、二六

可

決

一〇、二八

可

決

一一、
七

法
律
第
一一二

号

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

阿
部
正
俊
君

外
四
名
一八、
三、一〇

五、一七

可

決

五、一九

可

決

五、三一

可

決

六、
一

可

決

六、
七

法
律
第
五二

号

第
百
六十四回

国
会
職
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

議
院
運
営
委
員
長
一八、
四、一九

︱

四、一九

可

決

六、
八

可

決

六、
八

可

決

六、一四

法
律
第
七一

号

自
殺
対
策
基
本
法
案

内
閣
委
員
長
一八、
六、
八

︱

六、
九

可

決

六、一四

可

決

六、一五

可

決

六、二一

法
律
第
八五

号

精
神
病
院
の
用
語
の
整
理
等
の
た
め
の
関
係

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

厚
生
労
働
委
員
長
一八、
六、一五

︱

六、一六

可

決

六、一六

可

決

六、一六

可

決

六、二三

法
律
第
九四

号

第
百
六十五回

︵
臨
時
︶

ド
ミ
ニ
カ
移
住
者
に
対
す
る
特
別
一
時
金
の

支
給
等
に
関
す
る
法
律
案

外
交
防
衛
委
員
長
一八、一一、
七

︱

一一、
八

可

決

一一、一〇

可

決

一一、一四

可

決

一一、二二

法
律
第
一〇三

号

有
機
農
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

農
林
水
産
委
員
長
一八、一二、
五

︱

一二、
六

可

決

一二、
七

可

決

一二、
八

可

決

一二、一五

法
律
第
一一二

号

国
等
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
等
の
排
出
の

削
減
に
配
慮
し
た
契
約
の
推
進
に
関
す
る
法

律
案

愛
知
治
郎
君

外
三
名
一九、
四、一一

四、一二

可

決

四、一三

可

決

五、一五

可

決

五、一七

可

決

五、二三

法
律
第
五六

号

第
百
六十六回

救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急

医
療
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

厚
生
労
働
委
員
長
一九、
四、二六

︱

四、二七

可

決

六、一五

可

決

六、一九

可

決

六、二七

法
律
第
一〇三

号

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の

保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

法
務
委
員
長
一九、
六、一九

︱

六、二〇

可

決

七、
四

可

決

七、
五

可

決

七、一一

法
律
第
一一三

号

第
百
六十八回

︵
臨
時
︶
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

高
橋
千
秋
君

外
四
名
一九、一一、
八

一一、
八

可

決

一一、
九

可

決

一一、
九

可

決

一一、
九

可

決

一一、一六

法
律
第
一一四

号

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ

る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等

の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
案

内
閣
委
員
長
二〇、
五、二九

︱

五、三〇

可

決

六、
四

可

決

六、
五

可

決

六、一一

法
律
第
六三

号 七
五
六



国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

第
百
五十四回

特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関

す
る
法
律
案

総
務
委
員
長
一四、
四、
四

︱

四、
五

可

決

四、
九

可

決

四、一一

可

決

四、一七

法
律
第
二六

号

第
百
五十六回

母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
支
援
に
関
す
る
特

別
措
置
法
案

厚
生
労
働
委
員
長
一五、
六、二六

︱

六、二七

可

決

七、一六

可

決

七、一七

可

決

七、二四

法
律
第
一二六

号

性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例

に
関
す
る
法
律
案

法
務
委
員
長
一五、
七、
一

︱

七、
二

可

決

七、
九

可

決

七、一〇

可

決

七、一六

法
律
第
一一一

号

第
百
五十九回

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の

保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

共
生
社
会
に
関
す

る
調
査
会
長

一六、
三、二五

︱

三、二六

可

決

五、二六

可

決

五、二七

可

決

六、
二

法
律
第
六四

号

第
百
六十二回

母
体
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

厚
生
労
働
委
員
長
一七、
五、一二

︱

五、一三

可

決

七、二〇

可

決

七、二六

可

決

七、二九

法
律
第
九〇

号

第
百
六十三回

︵
特
別
︶
会
計
検
査
院
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

決
算
委
員
長
一七、一〇、一九

︱

一〇、二一

可

決

一〇、二六

可

決

一〇、二八

可

決

一一、
七

法
律
第
一一二

号

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

阿
部
正
俊
君

外
四
名
一八、
三、一〇

五、一七

可

決

五、一九

可

決

五、三一

可

決

六、
一

可

決

六、
七

法
律
第
五二

号

第
百
六十四回

国
会
職
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

議
院
運
営
委
員
長
一八、
四、一九

︱

四、一九

可

決

六、
八

可

決

六、
八

可

決

六、一四

法
律
第
七一

号

自
殺
対
策
基
本
法
案

内
閣
委
員
長
一八、
六、
八

︱

六、
九

可

決

六、一四

可

決

六、一五

可

決

六、二一

法
律
第
八五

号

精
神
病
院
の
用
語
の
整
理
等
の
た
め
の
関
係

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

厚
生
労
働
委
員
長
一八、
六、一五

︱

六、一六

可

決

六、一六

可

決

六、一六

可

決

六、二三

法
律
第
九四

号

第
百
六十五回

︵
臨
時
︶

ド
ミ
ニ
カ
移
住
者
に
対
す
る
特
別
一
時
金
の

支
給
等
に
関
す
る
法
律
案

外
交
防
衛
委
員
長
一八、一一、
七

︱

一一、
八

可

決

一一、一〇

可

決

一一、一四

可

決

一一、二二

法
律
第
一〇三

号

有
機
農
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

農
林
水
産
委
員
長
一八、一二、
五

︱

一二、
六

可

決

一二、
七

可

決

一二、
八

可

決

一二、一五

法
律
第
一一二

号

国
等
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
等
の
排
出
の

削
減
に
配
慮
し
た
契
約
の
推
進
に
関
す
る
法

律
案

愛
知
治
郎
君

外
三
名
一九、
四、一一

四、一二

可

決

四、一三

可

決

五、一五

可

決

五、一七

可

決

五、二三

法
律
第
五六

号

第
百
六十六回

救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急

医
療
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

厚
生
労
働
委
員
長
一九、
四、二六

︱

四、二七

可

決

六、一五

可

決

六、一九

可

決

六、二七

法
律
第
一〇三

号

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の

保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

法
務
委
員
長
一九、
六、一九

︱

六、二〇

可

決

七、
四

可

決

七、
五

可

決

七、一一

法
律
第
一一三

号

第
百
六十八回

︵
臨
時
︶
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

高
橋
千
秋
君

外
四
名
一九、一一、
八

一一、
八

可

決

一一、
九

可

決

一一、
九

可

決

一一、
九

可

決

一一、一六

法
律
第
一一四

号

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ

る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等

の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
案

内
閣
委
員
長
二〇、
五、二九

︱

五、三〇

可

決

六、
四

可

決

六、
五

可

決

六、一一

法
律
第
六三

号

二
〇
　
本
院
議
員
提
出
法
律
案︵
成
立
し
た
も
の
︶審
議
一
覧
表

七
五
七



国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

第
百
六十九回

性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

法
務
委
員
長
二〇、
六、
三

︱

六、
四

可

決

六、
六

可

決

六、一〇

可

決

六、一八

法
律
第
七〇

号

障
害
の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め
の
教
科

用
特
定
図
書
等
の
普
及
の
促
進
等
に
関
す
る

法
律
案

文
教
科
学
委
員
長
二〇、
六、
五

︱

六、
六

可

決

六、一〇

可

決

六、一〇

可

決

六、一八

法
律
第
八一

号

第
百
七十一回

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
及
び
看
護
師
等
の

人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

厚
生
労
働
委
員
長
二一、
六、三〇

︱

七、
一

可

決

七、
八

可

決

七、
九

可

決

七、一五

法
律
第
七八

号

第
百
七十三回

︵
臨
時
︶
原
爆
症
認
定
集
団
訴
訟
の
原
告
に
係
る
問
題

の
解
決
の
た
め
の
基
金
に
対
す
る
補
助
に
関

す
る
法
律
案

厚
生
労
働
委
員
長
二一、一一、二七

︱

一一、三〇

可

決

一二、
一

可

決

一二、
一

可

決

一二、
九

法
律
第
九九

号

第
百
七十四回

母
体
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

厚
生
労
働
委
員
長
二二、
五、一一

︱

五、一二

可

決

六、一六

可

決

六、一六

可

決

六、二三

法
律
第
四六

号

戦
後
強
制
抑
留
者
に
係
る
問
題
に
関
す
る
特

別
措
置
法
案

総
務
委
員
長
二二、
五、二〇

︱

五、二一

可

決

六、一六

可

決

六、一六

可

決

六、一六

法
律
第
四五

号

平
成
二
十
三
年
原
子
力
事
故
に
よ
る
被
害
に

係
る
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
案

佐
藤
正
久
君

外
九
名
二三、
六、二一

七、一四

可

決

七、一五

可

決

七、二六

修

正

七、二八

修

正

八、
五

法
律
第
九一

号

七、二八衆
よ
り

回
付
七、二九参
同
意

第
百
七十七回

株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援

機
構
法
案

片
山
さ
つ
き
君

外
六
名
二三、
七、一一

七、二八

修

正

七、二九

修

正

継

続

審

査

第
百
七十九回
一一、一八

可

決

一一、二一

可

決

一一、一四

修

正

一一、一五

修

正

一一、二八

法
律
第
一一三

号

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

厚
生
労
働
委
員
長
二三、
七、二六

︱

七、二七

可

決

七、二九

可

決

八、
二

可

決

八、一〇

法
律
第
九五

号

災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
及
び

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

災
害
対
策
特
別
委

員
長

二三、
八、
九

︱

八、一〇

可

決

八、二三

可

決

八、二三

可

決

八、三〇

法
律
第
一〇〇

号

東
日
本
大
震
災
関
連
義
援
金
に
係
る
差
押
禁

止
等
に
関
す
る
法
律
案

災
害
対
策
特
別
委

員
長

二三、
八、
九

︱

八、一〇

可

決

八、二三

可

決

八、二三

可

決

八、三〇

法
律
第
一〇三

号

第
百
八十回

鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の

防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

農
林
水
産
委
員
長
二四、
三、二二

︱

三、二三

可

決

三、二七

可

決

三、二七

可

決

三、三一

法
律
第
一〇

号

劇
場
、
音
楽
堂
等
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律

案

文
教
科
学
委
員
長
二四、
六、一四

︱

六、一五

可

決

六、二〇

可

決

六、二一

可

決

六、二七

法
律
第
四九

号

東
京
電
力
原
子
力
事
故
に
よ
り
被
災
し
た
子

ど
も
を
は
じ
め
と
す
る
住
民
等
の
生
活
を
守

り
支
え
る
た
め
の
被
災
者
の
生
活
支
援
等
に

関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

東
日
本
大
震
災
復

興
特
別
委
員
長

二四、
六、一四

︱

六、一五

可

決

六、一九

可

決

六、二一

可

決

六、二七

法
律
第
四八

号

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

島
尻
安
伊
子
君

外
五
名
二四、
六、一九

六、二〇

可

決

六、二〇

可

決

八、
七

可

決

八、一〇

可

決

八、二二

法
律
第
六一

号 七
五
八
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提
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提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

第
百
六十九回

性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

法
務
委
員
長
二〇、
六、
三

︱

六、
四

可

決

六、
六

可

決

六、一〇

可

決

六、一八

法
律
第
七〇

号

障
害
の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め
の
教
科

用
特
定
図
書
等
の
普
及
の
促
進
等
に
関
す
る

法
律
案

文
教
科
学
委
員
長
二〇、
六、
五

︱

六、
六

可

決

六、一〇

可

決

六、一〇

可

決

六、一八

法
律
第
八一

号

第
百
七十一回

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
及
び
看
護
師
等
の

人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

厚
生
労
働
委
員
長
二一、
六、三〇

︱

七、
一

可

決

七、
八

可

決

七、
九

可

決

七、一五

法
律
第
七八

号

第
百
七十三回

︵
臨
時
︶
原
爆
症
認
定
集
団
訴
訟
の
原
告
に
係
る
問
題

の
解
決
の
た
め
の
基
金
に
対
す
る
補
助
に
関

す
る
法
律
案

厚
生
労
働
委
員
長
二一、一一、二七

︱

一一、三〇

可

決

一二、
一

可

決

一二、
一

可

決

一二、
九

法
律
第
九九

号

第
百
七十四回

母
体
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

厚
生
労
働
委
員
長
二二、
五、一一

︱

五、一二

可

決

六、一六

可

決

六、一六

可

決

六、二三

法
律
第
四六

号

戦
後
強
制
抑
留
者
に
係
る
問
題
に
関
す
る
特

別
措
置
法
案

総
務
委
員
長
二二、
五、二〇

︱

五、二一

可

決

六、一六

可

決

六、一六

可

決

六、一六

法
律
第
四五

号

平
成
二
十
三
年
原
子
力
事
故
に
よ
る
被
害
に

係
る
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
案

佐
藤
正
久
君

外
九
名
二三、
六、二一

七、一四

可

決

七、一五

可

決

七、二六

修

正

七、二八

修

正

八、
五

法
律
第
九一

号

七、二八衆
よ
り

回
付
七、二九参
同
意

第
百
七十七回

株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援

機
構
法
案

片
山
さ
つ
き
君

外
六
名
二三、
七、一一

七、二八

修

正

七、二九

修

正

継

続

審

査

第
百
七十九回
一一、一八

可

決

一一、二一

可

決

一一、一四

修

正

一一、一五

修

正

一一、二八

法
律
第
一一三

号

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

厚
生
労
働
委
員
長
二三、
七、二六

︱

七、二七

可

決

七、二九

可

決

八、
二

可

決

八、一〇

法
律
第
九五

号

災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
及
び

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

災
害
対
策
特
別
委

員
長

二三、
八、
九

︱

八、一〇

可

決

八、二三

可

決

八、二三

可

決

八、三〇

法
律
第
一〇〇

号

東
日
本
大
震
災
関
連
義
援
金
に
係
る
差
押
禁

止
等
に
関
す
る
法
律
案

災
害
対
策
特
別
委

員
長

二三、
八、
九

︱

八、一〇

可

決

八、二三

可

決

八、二三

可

決

八、三〇

法
律
第
一〇三

号

第
百
八十回

鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の

防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

農
林
水
産
委
員
長
二四、
三、二二

︱

三、二三

可

決

三、二七

可

決

三、二七

可

決

三、三一

法
律
第
一〇

号

劇
場
、
音
楽
堂
等
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律

案

文
教
科
学
委
員
長
二四、
六、一四

︱

六、一五

可

決

六、二〇

可

決

六、二一

可

決

六、二七

法
律
第
四九

号

東
京
電
力
原
子
力
事
故
に
よ
り
被
災
し
た
子

ど
も
を
は
じ
め
と
す
る
住
民
等
の
生
活
を
守

り
支
え
る
た
め
の
被
災
者
の
生
活
支
援
等
に

関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

東
日
本
大
震
災
復

興
特
別
委
員
長

二四、
六、一四

︱

六、一五

可

決

六、一九

可

決

六、二一

可

決

六、二七

法
律
第
四八

号

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

島
尻
安
伊
子
君

外
五
名
二四、
六、一九

六、二〇

可

決

六、二〇

可

決

八、
七

可

決

八、一〇

可

決

八、二二

法
律
第
六一

号

二
〇
　
本
院
議
員
提
出
法
律
案︵
成
立
し
た
も
の
︶審
議
一
覧
表

七
五
九
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提

出
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衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

消
費
者
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

島
尻
安
伊
子
君

外
五
名
二四、
六、一九

六、二〇

可

決

六、二〇

可

決

八、
七

可

決

八、一〇

可

決

八、二二

法
律
第
六〇

号

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

経
済
産
業
委
員
長
二四、
八、二八

︱

八、二九

可

決

九、
五

可

決

九、
六

可

決

九、一二

法
律
第
八五

号

移
植
に
用
い
る
造
血
幹
細
胞
の
適
切
な
提
供

の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

厚
生
労
働
委
員
長
二四、
八、二八

︱

八、二九

可

決

九、
五

可

決

九、
六

可

決

九、一二

法
律
第
九〇

号

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
川
保
夫
君

外
三
名
二四、
八、二八

九、
五

可

決

九、
七

可

決

︱
継
続
審
査

政
治
倫
理

の
確
立
及

び
公
職
選

挙
法
改
正

に
関
す
る

特
別

第
百
八十一回

一一、一五

可

決

一一、一六

可

決

一一、一五

可

決

一一、一五

可

決

一一、二六

法
律
第
九四

号

第
百
八十三回

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
及
び
薬
事
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

津
田
弥
太
郎
君

外
十
四
名
二五、
四、二三

四、二五

可

決

四、二六

可

決

五、一〇

可

決

五、一〇

可

決

五、一七

法
律
第
一七

号

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の

保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

内
閣
委
員
長
二五、
六、二〇

︱

六、二一

可

決

六、二五

可

決

六、二六

可

決

七、
三

法
律
第
七二

号

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

内
閣
委
員
長
二五、
六、二〇

︱

六、二一

可

決

六、二五

可

決

六、二六

可

決

七、
三

法
律
第
七三

号

第
百
八十五回

︵
臨
時
︶

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及

び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

高
階
恵
美
子
君

外
四
名
二五、一一、二七

一二、
三

可

決

一二、
四

可

決

一二、
六

可

決

一二、
六

可

決

一二、一三

法
律
第
一〇六

号

が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

尾
辻
秀
久
君

外
七
名
二五、一一、二八

一二、
三

可

決

一二、
四

可

決

一二、
六

可

決

一二、
六

可

決

一二、一三

法
律
第
一一一

号

第
百
八十六回

水
循
環
基
本
法
案

国
土
交
通
委
員
長
二六、
三、一七

︱

三、二〇

可

決

三、二六

可

決

三、二七

可

決

四、
二

法
律
第
一六

号

雨
水
の
利
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

国
土
交
通
委
員
長
二六、
三、一七

︱

三、二〇

可

決

三、二六

可

決

三、二七

可

決

四、
二

法
律
第
一七

号

公
共
工
事
の
品
質
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

国
土
交
通
委
員
長
二六、
四、
三

︱

四、
四

可

決

五、二七

可

決

五、二九

可

決

六、
四

法
律
第
五六

号

第
百
八十七回

︵
臨
時
︶
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の

防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

農
林
水
産
委
員
長
二六、一一、
六

︱

一一、
七

可

決

一一、一二

可

決

一一、一三

可

決

一一、一九

法
律
第
一一一

号

第
百
八十九回

都
市
農
業
振
興
基
本
法
案

農
林
水
産
委
員
長
二七、
四、
七

︱

四、
九

可

決

四、一五

可

決

四、一六

可

決

四、二二

法
律
第
一四

号

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

溝
手
顕
正
君

外
九
名
二七、
七、二三

︱

七、二四

可

決

七、二八

可

決

七、二八

可

決

八、
五

法
律
第
六〇

号

髙
辻

七
六
〇
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回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

消
費
者
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

島
尻
安
伊
子
君

外
五
名
二四、
六、一九

六、二〇

可

決

六、二〇

可

決

八、
七

可

決

八、一〇

可

決

八、二二

法
律
第
六〇

号

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

経
済
産
業
委
員
長
二四、
八、二八

︱

八、二九

可

決

九、
五

可

決

九、
六

可

決

九、一二

法
律
第
八五

号

移
植
に
用
い
る
造
血
幹
細
胞
の
適
切
な
提
供

の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

厚
生
労
働
委
員
長
二四、
八、二八

︱

八、二九

可

決

九、
五

可

決

九、
六

可

決

九、一二

法
律
第
九〇

号

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
川
保
夫
君

外
三
名
二四、
八、二八

九、
五

可

決

九、
七

可

決

︱
継
続
審
査

政
治
倫
理

の
確
立
及

び
公
職
選

挙
法
改
正

に
関
す
る

特
別

第
百
八十一回
一一、一五

可

決

一一、一六

可

決

一一、一五

可

決

一一、一五

可

決

一一、二六

法
律
第
九四

号

第
百
八十三回

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
及
び
薬
事
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

津
田
弥
太
郎
君

外
十
四
名
二五、
四、二三

四、二五

可

決

四、二六

可

決

五、一〇

可

決

五、一〇

可

決

五、一七

法
律
第
一七

号

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の

保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

内
閣
委
員
長
二五、
六、二〇

︱

六、二一

可

決

六、二五

可

決

六、二六

可

決

七、
三

法
律
第
七二

号

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

内
閣
委
員
長
二五、
六、二〇

︱

六、二一

可

決

六、二五

可

決

六、二六

可

決

七、
三

法
律
第
七三

号

第
百
八十五回

︵
臨
時
︶

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及

び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

高
階
恵
美
子
君

外
四
名
二五、一一、二七

一二、
三

可

決

一二、
四

可

決

一二、
六

可

決

一二、
六

可

決

一二、一三

法
律
第
一〇六

号

が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

尾
辻
秀
久
君

外
七
名
二五、一一、二八

一二、
三

可

決

一二、
四

可

決

一二、
六

可

決

一二、
六

可

決

一二、一三

法
律
第
一一一

号

第
百
八十六回

水
循
環
基
本
法
案

国
土
交
通
委
員
長
二六、
三、一七

︱

三、二〇

可

決

三、二六

可

決

三、二七

可

決

四、
二

法
律
第
一六

号

雨
水
の
利
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

国
土
交
通
委
員
長
二六、
三、一七

︱

三、二〇

可

決

三、二六

可

決

三、二七

可

決

四、
二

法
律
第
一七

号

公
共
工
事
の
品
質
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

国
土
交
通
委
員
長
二六、
四、
三

︱

四、
四

可

決

五、二七

可

決

五、二九

可

決

六、
四

法
律
第
五六

号

第
百
八十七回

︵
臨
時
︶
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の

防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

農
林
水
産
委
員
長
二六、一一、
六

︱

一一、
七

可

決

一一、一二

可

決

一一、一三

可

決

一一、一九

法
律
第
一一一

号

第
百
八十九回

都
市
農
業
振
興
基
本
法
案

農
林
水
産
委
員
長
二七、
四、
七

︱

四、
九

可

決

四、一五

可

決

四、一六

可

決

四、二二

法
律
第
一四

号

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

溝
手
顕
正
君

外
九
名
二七、
七、二三

︱

七、二四

可

決

七、二八

可

決

七、二八

可

決

八、
五

法
律
第
六〇

号

髙
辻

二
〇
　
本
院
議
員
提
出
法
律
案︵
成
立
し
た
も
の
︶審
議
一
覧
表

七
六
一
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提
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提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

末
松
信
介
君

外
十
一
名
二七、
八、二四

八、二七

可

決

八、二八

可

決

九、一一

可

決

九、二五

可

決

一〇、
二

法
律
第
七八

号

第
百
九十回

自
殺
対
策
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

厚
生
労
働
委
員
長
二八、
二、一八

︱

二、二四

可

決

三、一八

可

決

三、二二

可

決

三、三〇

法
律
第
一一

号

本
邦
外
出
身
者
に
対
す
る
不
当
な
差
別
的
言

動
の
解
消
に
向
け
た
取
組
の
推
進
に
関
す
る

法
律
案

愛
知
治
郎
君

外
二
名
二八、
四、
八

五、一二

修

正

五、一三

修

正

五、二〇

可

決

五、二四

可

決

六、
三

法
律
第
六八

号

第
百
九十二回

︵
臨
時
︶

が
ん
対
策
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

厚
生
労
働
委
員
長
二八、一一、一五

︱

一一、一六

可

決

一二、
七

可

決

一二、
九

可

決

一二、一六

法
律
第
一〇七

号

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

内
閣
委
員
長
二八、一一、一七

︱

一一、一八

可

決

一一、三〇

可

決

一二、
六

可

決

一二、一四

法
律
第
一〇二

号

鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の

防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

農
林
水
産
委
員
長
二八、一一、一七

︱

一一、一八

可

決

一一、二二

可

決

一一、二五

可

決

一二、
二

法
律
第
九七

号

民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の

あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る

法
律
案

島
村

大
君

外
八
名
二八、一一、二二

一一、二四

可

決

一一、二五

可

決

一二、
七

可

決

一二、
九

可

決

一二、一六

法
律
第
一一〇

号

建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保

の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

国
土
交
通
委
員
長
二八、一二、
六

︱

一二、
七

可

決

一二、
九

可

決

一二、
九

可

決

一二、一六

法
律
第
一一一

号

第
百
九十三回

商
業
捕
鯨
の
実
施
等
の
た
め
の
鯨
類
科
学
調

査
の
実
施
に
関
す
る
法
律
案

徳
永
エ
リ
君

外
六
名
二九、
六、
八

六、一三

可

決

六、一四

可

決

六、一五

可

決

六、一六

可

決

六、二三

法
律
第
七六

号

第
百
九十六回

障
害
者
に
よ
る
文
化
芸
術
活
動
の
推
進
に
関

す
る
法
律
案

大
野
泰
正
君

外
八
名
三〇、
四、一六

四、一七

可

決

四、一八

可

決

六、
一

可

決

六、
七

可

決

六、一三

法
律
第
四七

号

国
際
文
化
交
流
の
祭
典
の
実
施
の
推
進
に
関

す
る
法
律
案

上
野
通
子
君

外
九
名
三〇、
四、一六

四、一七

可

決

四、一八

可

決

六、
一

可

決

六、
七

可

決

六、一三

法
律
第
四八

号

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

足
立
信
也
君

外
十
三
名
三〇、
六、一一

六、一三

可

決

六、一五

可

決

六、一八

可

決

六、一九

可

決

六、二七

法
律
第
六五

号

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

橋
本
聖
子
君

外
十
一
名
三〇、
六、一四

七、一一

可

決

七、一一

可

決

七、一七

可

決

七、一八

可

決

七、二五

法
律
第
七五

号

第
百
九十七回

︵
臨
時
︶

移
植
に
用
い
る
造
血
幹
細
胞
の
適
切
な
提
供

の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

厚
生
労
働
委
員
長
三〇、一二、
六

︱

一二、
八

可

決

一二、一〇

可

決

一二、一〇

可

決

一二、一四

法
律
第
九八

号

健
康
寿
命
の
延
伸
等
を
図
る
た
め
の
脳
卒
中
、

心
臓
病
そ
の
他
の
循
環
器
病
に
係
る
対
策
に

関
す
る
基
本
法
案

厚
生
労
働
委
員
長
三〇、一二、
六

︱

一二、
八

可

決

一二、一〇

可

決

一二、一〇

可

決

一二、一四

法
律
第
一〇五

号

国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

岡
田
直
樹
君

外
四
名
元
、
五、二八

六、
三

可

決

六、
五

可

決

六、一七

可

決

六、一八

可

決

六、二六

法
律
第
四三

号

第
百
九十八回

自
殺
対
策
の
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
実
施
に

資
す
る
た
め
の
調
査
研
究
及
び
そ
の
成
果
の

活
用
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

厚
生
労
働
委
員
長
元
、
五、三〇

︱

五、三一

可

決

六、
五

可

決

六、
六

可

決

六、一二

法
律
第
三二

号

令
和

七
六
二
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議
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公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

末
松
信
介
君

外
十
一
名
二七、
八、二四

八、二七

可

決

八、二八

可

決

九、一一

可

決

九、二五

可

決

一〇、
二

法
律
第
七八

号

第
百
九十回

自
殺
対
策
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

厚
生
労
働
委
員
長
二八、
二、一八

︱

二、二四

可

決

三、一八

可

決

三、二二

可

決

三、三〇

法
律
第
一一

号

本
邦
外
出
身
者
に
対
す
る
不
当
な
差
別
的
言

動
の
解
消
に
向
け
た
取
組
の
推
進
に
関
す
る

法
律
案

愛
知
治
郎
君

外
二
名
二八、
四、
八

五、一二

修

正

五、一三

修

正

五、二〇

可

決

五、二四

可

決

六、
三

法
律
第
六八

号

第
百
九十二回

︵
臨
時
︶

が
ん
対
策
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

厚
生
労
働
委
員
長
二八、一一、一五

︱

一一、一六

可

決

一二、
七

可

決

一二、
九

可

決

一二、一六

法
律
第
一〇七

号

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

内
閣
委
員
長
二八、一一、一七

︱

一一、一八

可

決

一一、三〇

可

決

一二、
六

可

決

一二、一四

法
律
第
一〇二

号

鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の

防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

農
林
水
産
委
員
長
二八、一一、一七

︱

一一、一八

可

決

一一、二二

可

決

一一、二五

可

決

一二、
二

法
律
第
九七

号

民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の

あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る

法
律
案

島
村

大
君

外
八
名
二八、一一、二二

一一、二四

可

決

一一、二五

可

決

一二、
七

可

決

一二、
九

可

決

一二、一六

法
律
第
一一〇

号

建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保

の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

国
土
交
通
委
員
長
二八、一二、
六

︱

一二、
七

可

決

一二、
九

可

決

一二、
九

可

決

一二、一六

法
律
第
一一一

号

第
百
九十三回

商
業
捕
鯨
の
実
施
等
の
た
め
の
鯨
類
科
学
調

査
の
実
施
に
関
す
る
法
律
案

徳
永
エ
リ
君

外
六
名
二九、
六、
八

六、一三

可

決

六、一四

可

決

六、一五

可

決

六、一六

可

決

六、二三

法
律
第
七六

号

第
百
九十六回

障
害
者
に
よ
る
文
化
芸
術
活
動
の
推
進
に
関

す
る
法
律
案

大
野
泰
正
君

外
八
名
三〇、
四、一六

四、一七

可

決

四、一八

可

決

六、
一

可

決

六、
七

可

決

六、一三

法
律
第
四七

号

国
際
文
化
交
流
の
祭
典
の
実
施
の
推
進
に
関

す
る
法
律
案

上
野
通
子
君

外
九
名
三〇、
四、一六

四、一七

可

決

四、一八

可

決

六、
一

可

決

六、
七

可

決

六、一三

法
律
第
四八

号

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

足
立
信
也
君

外
十
三
名
三〇、
六、一一

六、一三

可

決

六、一五

可

決

六、一八

可

決

六、一九

可

決

六、二七

法
律
第
六五

号

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

橋
本
聖
子
君

外
十
一
名
三〇、
六、一四

七、一一

可

決

七、一一

可

決

七、一七

可

決

七、一八

可

決

七、二五

法
律
第
七五

号

第
百
九十七回

︵
臨
時
︶

移
植
に
用
い
る
造
血
幹
細
胞
の
適
切
な
提
供

の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

厚
生
労
働
委
員
長
三〇、一二、
六

︱

一二、
八

可

決

一二、一〇

可

決

一二、一〇

可

決

一二、一四

法
律
第
九八

号

健
康
寿
命
の
延
伸
等
を
図
る
た
め
の
脳
卒
中
、

心
臓
病
そ
の
他
の
循
環
器
病
に
係
る
対
策
に

関
す
る
基
本
法
案

厚
生
労
働
委
員
長
三〇、一二、
六

︱

一二、
八

可

決

一二、一〇

可

決

一二、一〇

可

決

一二、一四

法
律
第
一〇五

号

国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

岡
田
直
樹
君

外
四
名
元
、
五、二八

六、
三

可

決

六、
五

可

決

六、一七

可

決

六、一八

可

決

六、二六

法
律
第
四三

号

第
百
九十八回

自
殺
対
策
の
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
実
施
に

資
す
る
た
め
の
調
査
研
究
及
び
そ
の
成
果
の

活
用
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

厚
生
労
働
委
員
長
元
、
五、三〇

︱

五、三一

可

決

六、
五

可

決

六、
六

可

決

六、一二

法
律
第
三二

号

令
和

二
〇
　
本
院
議
員
提
出
法
律
案︵
成
立
し
た
も
の
︶審
議
一
覧
表

七
六
三



国

会

回

次

件

名

提

出

者

提

出

本

院

衆

議

院

公

布

備

考

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

委
員
会

議

決

本
会
議

議

決

死
因
究
明
等
推
進
基
本
法
案

厚
生
労
働
委
員
長
元
、
五、三〇

︱

五、三一

可

決

六、
五

可

決

六、
六

可

決

六、一二

法
律
第
三三

号

視
覚
障
害
者
等
の
読
書
環
境
の
整
備
の
推
進

に
関
す
る
法
律
案

文
教
科
学
委
員
長
元
、
六、一八

︱

六、一九

可

決

六、一九

可

決

六、二一

可

決

六、二八

法
律
第
四九

号

第
二
百
回

︵
臨
時
︶
商
業
捕
鯨
の
実
施
等
の
た
め
の
鯨
類
科
学
調

査
の
実
施
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

農
林
水
産
委
員
長
元
、一一、二八

︱

一一、二九

可

決

一二、
三

可

決

一二、
五

可

決

一二、一一

法
律
第
七三

号

第
二
百
三
回

︵
臨
時
︶
生
殖
補
助
医
療
の
提
供
等
及
び
こ
れ
に
よ
り

出
生
し
た
子
の
親
子
関
係
に
関
す
る
民
法
の

特
例
に
関
す
る
法
律
案

秋
野
公
造
君

外
四
名
二、一一、一六

一一、一九

可

決

一一、二〇

可

決

一二、
二

可

決

一二、
四

可

決

一二、一一

法
律
第
七六

号

第
二
百
四
回

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

関
口
昌
一
君

外
十
名
三、
四、二三

五、一二

可

決

五、一四

可

決

五、二〇

可

決

五、二五

可

決

六、
二

法
律
第
五一

号

政
治
分
野
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

内
閣
委
員
長
三、
六、
八

︱

六、
九

可

決

六、
九

可

決

六、一〇

可

決

六、一六

法
律
第
六七

号

第
二
百
八
回

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関

す
る
法
律
案

厚
生
労
働
委
員
長
四、
四、一二

︱

四、一三

可

決

五、一八

可

決

五、一九

可

決

五、二五

法
律
第
五二

号

障
害
者
に
よ
る
情
報
の
取
得
及
び
利
用
並
び

に
意
思
疎
通
に
係
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
案

厚
生
労
働
委
員
長
四、
四、一二

︱

四、一三

可

決

五、一八

可

決

五、一九

可

決

五、二五

法
律
第
五〇

号 七
六
四


